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め

じ

宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
、

諜
税
政
策
上
、
非
課
税
を
原
則
と
し
て
い
る
。
こ
の
非
課
税
罰
則
自
体
は
、
「
政
教
分
離
」
と
い
う

法
上
の
要
請
を
確
罰
た
る
も
の
に
す
る
意
味
に
必
い
て
、
議
め
て
重
大
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

近
年
、
訴
教
法
人
の
税
金
問
鶴
に
対
す
る
関
心
が
と
み
に
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
税
金
樹
で
は
さ
し
て
問
題
と
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
宗
教
法
人
が
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
投
開
の
詑
目
安
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
謀
箆
の
一
つ
は
、
現
行
の
宗
教
法
人
泳
謀
説
制
の
是
非
に
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
こ
う
し
た
税
制
を
機
軸
と
し
た
宗
教
法
人

の
金
銭
・
財
産
の
管
理
運
営
の
あ
り
方
に
あ
る
。

宗
教
法
人
の
非
課
説
と
さ
れ
る
範
閉
め
「
所
得
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
本
米
の
「
宗
教
活
動
¥
そ
の
地
「
公
設
活
動
」
に
か

か
る
も
の
に
恕
ん
返
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
認
識
不
足
が
、
宗
教
法
人
と
課
税
機
カ
と
の
関
で
の
摩
探
の
多
発
に
つ
な
が
っ
て

い
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法
人
の
課
税
額
題
の
多
く
は
、
宗
教
人
に
よ
る
自
浄
作
用
を
通
じ
た
金
銭
の
支
出
や
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財
産
の
使
用
に
関
す
る
法
人
と
佃
人
と
の
区
分
の
明
確
化
、
さ
ら
に
は
、
議
制
税
制
繍
れ
訪
止
め
た
め
の
訣
定
の
説
務
調
資
の
徹
続
等
に

よ
り
解
決
で
き
る
。

た
だ
、
財
政
需
要
の
拡
大
に
対
地
す
る
た
め
に
、
宗
教
法
人
の
本
来
の
ぷ
京
教
話
齢
」
等
に
も
潮
時
税
す
べ
し
と
の
見
解
も
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
、
宗
教
活
動
課
税
論
で
あ
る
。
一
般
に
、
財
政
学
の
分
野
か
ら
主
議
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
立
法
政
策
上
の
開
舗
と
も
深

く
関
保
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
境
行
の
宗
教
法
人
税
制
が
、
格
別
の
理
惑
も
な
し
に
宗
教
法
人
告
必
饗
以
上
に
傑
過
し
て
い
る
の
か

こ
の
結
果
、
税
負
担
の
不
長
平
を
助
長
し
た
り
、
不
必
饗
に
法
人
規
模
の
駐
大
化
を
削
協
議
し
た
り
し
て
い
る
の
か

ど
う
か
。
ま
た
、

ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

本
来
、
。
課
税
と
は
、
貨
幣
形
態
に
よ
る
権
力
行
使
で
あ
る
へ
こ
の
意
味
で
、
宗
教
法
人
に
か
か
る
粗
税
立
法
政
策
上
の
問
贈
と

税
務
執
行
上
の
諸
問
題
は
、
憲
法
の
「
政
教
分
離
」
の
視
角
か
ら
検
討
さ
れ
な
い
と
問
問
題
の
本
露
を
見
誤
る
恐
れ
が
あ
る
。

緩和'1:;人と線鋭機カ{制約

(1}

わ
が
国
憲
法
二

O
粂
及
び
八
九
条
の
担
制
緩
は
、
ア
メ
ヲ
カ
会
衆
的
自
懲
法
修
正
一
条
に
晃
泌
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
‘
叶
政
教
分
鰍
L

際
則
の
滋
殺
を
酬
明

解
す
る
上
で
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
上
の
修
正
一
条
に
腐
す
る
解
釈
は
参
考
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
修
正
}
条
を
、
宗
教
と
政
治
と
が
糊
瓦
に
独
立
し
て
共
存

す
る
の
を
制
度
的
に
係
鵠
押
し
た
規
定
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
政
治
と
宗
教
祖
相
互
の
，

a幽
e

と

e
分
隊
e

は
、
二
枚
の
硬
貨
の
附
甑
e

の
よ
う
な

一
元
的
関
係
の
も
と
で
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
つ
ま
号
、
双
方
の
P

分
離
ヂ
は
双
方
の

e
自
由
。
を
保
障
し
、
双
方
の

d口
出
凶

8

は
双
浴
の

8

分
艦
ヂ
を
係
紬
押
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
み
る
。
主
主
。
『
¥
喝
3
0品。
g
E斗
¥
2
r官
世
話
再

5
R
d揺
れ

S
往
Z
位。口同日

gzss。
『
同
町
高
司
町
民

〉ヨ
g品

5
2
N
H
V
公
認
宮
口
・

F
R
M
N
2
・
g
H
(
H
g
H
)・

宗
教
法
人
の
詩
人
接
続
度
と
非
課
程
剥

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
宗
教
活
動
を
集
謹
で
行
ぉ
、
7
と
す
る
場
合
、
法
人
格
を
取
得
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教

活
動
誌
、
本
来
、
諸
人
で
な
け
れ
ば
打
い
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
人
格
の
な
い
団
体
で
も
十
分
で
き
る
。
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宗
教
集
問
が
法
人
格
を
取
得
を
議
む
場
合
、
宗
教
法
人
法
に
よ
り
、
所
轄
庁
よ
り
認
証
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
憲
法

。
粂
は
、
「
語
教
の
自
由
へ
す
な
わ
ち
「
政
教
分
離
」
、
を
制
度
的
に
保
障
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
所
轄
庁
は
、
実
霊
的
に
宗
教

活
動
を
規
制
し
た
り
、
信
mw-
教
義
等
に
対
し
指
導
・
肋
漁
民
等
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
原
則
で
み
針
。
こ
の
点
、

宗
教
法
人
法
も
、
同
法
の
性
格
を
「
宗
教
上
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
判
制
限
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い

J

(
一
条
)
と
し
、

政
治

政
権
力
が
信
仰
上
の
行
為
(
吾
三
門
口
弘

gmw門
誌
吋
)

に
対
し
介
入
し
な
い
よ
う
に
注
慈
を
促
し
て
い
る
。
京
教
法
人
誌

iま

こ
の
意
味
で
、
宗
教
団
体
に
対
し
法
人
格
を
認
め
る
た
め
の
法
律
で
あ
り
、

か
っ
、
当
諮
問
体
の
管
澗
ご
運
営
等
の
俗
事

(
的
合
己
資
自
民
門
言
明
)
処
理
の
模
範
を
一
不
す
法
律
で
あ
る
と
い
え
る
。

宗
教
法
人
法
は

条
で
、
ど
の
よ
う
な
僅
体
が
適
格
宗
教
法
人
た
る
、
主
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
列
挙
十
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の

震
の
範
囲
内
の
間
体
で
あ
り
、

か
っ
、
他
の
要
件
を
充
足
寸
る
も
の
は
、
等
し
く
法
人
絡
を
取
持
で
き
る
。
こ
れ
は
、

政
教
分
離
の
原
則
か
ら
し
て
、
当
黙
の
こ
と
と
い
え
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
所
轄
庁
の
認
証
を
得
た
宗
教
国
体
は
、
法
人
格
を
取
得

し
、
宗
教
法
人
法
上
の
適
絡
宗
教
法
人
と
な
る
。

わ
が
国
の
場
合
、
宗
教
法
人
法
上
の
通
格
法
人
は
、

い
わ
ば
自
動
的
に
各
種
掛
税
法
及
び
地
方
税
法
上
の
適
格
法
人
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
宗
教
法
人
税
法
上
の
適
格
審
査
と
は
別
途
に
、
税
法
上
の
漉
格
審
査
は
行
わ
れ
な
い
。

て
いこ
る2の

お

た
と
え
ば

ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
法
人
格
取
得
の
た
め
の
手
続
と
は
別
途
に
、
税
法
上
の
倒
制
約
の
適
格
審
交
が
行
わ
れ

わ
が
闘
の
よ
う
に
、
自
動
部
的
に
課
税
絵
外
が
認
め
ら
れ
る
縦
度
を
非
課
税
制
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
申

請
等
の
特
別
の
予
統
の
結
果
を
ま
っ
て
、
す
な
わ
ち
税
法
上
の
倒
則
的
審
査
を
経
て
、
は
じ
め
て
課
税
桧
外
が
認
め
ら
れ
る
制
制
度
を
免

税
制
と
い
う
。
双
方
の
制
度
と
も
、
諜
税
が
除
外
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
罰
と
効
果
が
伴
う
。
し
か
し
、
説
法
理
論
上
、

52 宗教法7号行事事9)



非
課
税
制
に
お
い
て
は
、
当
初
か
ら
納
税
義
務
が
成
立
し
な
い
の
に
対
し
、
免
税
制
艇
に
あ
っ
て
は
、

い
っ
た
ん
成
立
し
た
納
税
義
務

を
後
に
申
告
等
の
手
続
に
よ
り
除
外
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
グ
端
部
税
と
は
、
貨
幣
形
態
に
よ
る
権
力
行
使
。
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法
人
本
来
の

活
動
」
の
自
由
を
議
る
た
め
、

つ
ま
り
、
宗
教
と
課
税
権
力
と
を
9

分
離
e
す
る
議
昧
で
、
問
先
行
の
非
議
税
制
探
用
の
意
義
は
大
き

L、
。

(
2〉
も
ち
ろ
ん
、
た
と
、
え
ば
、
み
火
多
事
費
剰
を
教
義
と
し
た
り
、
札
凶
け
に
麻
薬
を
用
い
る
常
時
、
「
八
ム
序
制
問
」
や
剥
同
法
に
泌
す
る
場
合
に
は
陶
磁
と
-
な
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
モ
ル
モ
ン
教
(
末
日
霊
徒
イ
ぷ
ス
キ
リ
ス
ト
教
会
)
の
縮
問
鈴

G
c
q間
一
白
ヨ
『
)
が
か
つ
て
桝
例
制
舗
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
c

〉

3
3
m四
件
。
口
保

M
W
X
S
F
、
『
宮
ぬ

F曲
。
円

5
0
M
M
M
W何
回
}
め
司
芯
コ
打
。
{
山
由
吋
ゆ
)
知
伸
広
吋
・

{3)

ア
メ
ワ
ウ
の
舘
抑
制
品
制
度
や
審
査
基
準
地
守
に
つ
い
て
は
、
石
村
耕
治
吋
ア
メ
リ
カ
の
{
一
沼
教
団
体
に
対
す
る
潔
税
制
度
」
『
{
一
ポ
湾
待
相
欄
い
(
文
化
庁
)
六
七
号
、
ふ
ハ
一
…

頁
以
下
に
滞
併
し
い
0

・
な
い
品
、
ア
メ
リ
カ
明
、
は
、
法
人
格
あ
る
回
出
体
と
法
人
織
の
な
い
問
自
体
mw
双
方
に
対
し
て
免
税
取
扱
い
を
認
め
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
団
体
品
先
制
税

制
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
法
人
物
あ
る
団
体
に
対
し
て
の
み
縁
側
悦
除
外
(
非
課
税
)
を
絞
め
る
わ
が
悶
と
は
異
な
る
。

(一}

券
穣
税
の
沿
革

宗
教
法
人
に
対
す
る
非
課
税
制
の
墜
史
は
、
宗
教
法
人
が
公
益
法
人
等
と
い
う
課
税
上
の
カ

ら
、
公
溢
法
人
課
税
の
襲
史
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

リ
!
に
入
っ
て
い
る
こ
と
か

宗教法人と課税織力(石村}

わ
が
国
で
の
公
説
法
人
等
に
対
す
る
非
課
税
措
量
は
、
歴
史
的
に
は
、
社
寺
・
慕
地
等
に
対
す
る
地
租
の
取
扱
い
に
そ
の
端
を
発

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
措
坦
織
の
淵
源
は
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
も
の
に
・
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
は
、
わ
が
認
に
近
代
的
所
得
控
・
法
人
税
が
導
入
さ
れ
る
以
蔀
、
主
要
な
組
税
は
地
現
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
わ

が
国
に
お
け
る
公
益
話
動
が
、
明
治
一
二
十
一
年
ご
八
九
九
}
年
の
法
施
行
抜
も
、

畏
問
主
導
の
影
で
は
必
ず
し
も
活
発
に
な
ら
な

し
た
が
っ
て
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
公
益
活
動
も
、
官
庁
、
長
導
の
形
で
、
緩
め
て
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、

か
っ
た
こ
と
。

か
つ
、

楽教法7号(1憾の53 



社
寺
め
活
動
が
こ
の
分
野
で
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
等
に
よ
る
。

茜
欧
諸
国
の
影
響
の
も
と
で
、
わ
が
樋
へ
本
格
的
に
近
代
的
法
制
が
導
入
さ
れ
、
民
法
施
行
後
の
明
治
三
十
五

(
一
九
O
ニ
〉
年

に
、
帝
国
議
会
へ
提
出
さ
れ
た
「
地
租
ヲ
謙
セ
サ
ル
土
地
ニ
関
ス
ル
法
律
案
」
は
、
地
租
に
関
す
る
非
課
税
法
人
の
蛇
範
囲
に
つ
い

て
、
近
代
法
的
手
法
に
よ
り
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
案
培
、
究
極
的
に
は
成
立
に
主
ら
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
内
容
的
に
は
、

「
御
綾
墓
地
」
及
び
「
神
社
建
物
ア
ル
議
持
所
、
寺
社
、

仏
堂
設
一
瞬
字
ノ
境
内
地
ニ
シ
テ
借
地
ニ
非
サ
ル
モ

ノ
」
に
加
え
、
「
公
盤
ノ
為
営
利
押
/
官
約
ト
セ
ス
車
接
ニ
祭
記
、
宗
教
、
教
育
、
学
芸
、
慈
善
ノ

一
供
ス
ル
土
地
ニ
シ
テ
借
地

非
サ
ル
モ
ノ
銀
、
ン
其
ノ
事
業
ノ
管
理
又
ハ
蹴
督
ノ
為
ニ
非
ス
シ
テ
住
民
ト
共
用
ス
ル
モ
ノ
ハ
止
ノ
限
ニ

ス
」
を
非
課
税
と
す
る

設
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

い
ず
れ
に
し
ろ

地
租
に
つ
い
て
は

九
四
O
)
年
に
は
還
付
税
、
戦
後
の
昭
和

(
一
九
西
五
)
年
に
は
府

昭
和
十
五

県
制
棋
に
改
訂
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
二
十
況
〈

九
五

O
)
年
の
シ
ャ
ウ
ブ
勧
告
に
基
づ
く
税
制
制
改
正
を
通
じ
て
、

地
程
は
固
定

資
産
税
に
統
合
さ
れ
、
現
行
の
市
野
村
税
と
な
っ
た
と
い
う
経
緯
を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
法
上
、

と
り
わ
け
、

説
法
上
の
公
益
法
人
等
の
資
産
に
対
す
る
非
課
貌
措
置
の
灘
源
は
、
こ
の
地
租
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。

わ
が
鵠
で
の
伝
統
的
な
相
親
で
あ
る
地
租
と
並
行
す
る
形
に
お
い
て
、
初
め
て
法
人
所
帯
税
の
縦
型
が
導
入
さ
れ
た
の
は
明
治
三

二
年
二
八
九
九
年
法
律
第
一
七
号
〉

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
の
公
益
法
人
等
に
対
す
る
法
人
税
法
上
の
非
課
説
取
扱
い

は
、
こ
の
明
治
三
十
二
年
改
正
所
得
税
法
{
第

種
所
得
親
)
五
条
閥
努
に
お
い
て
、
「
営
利
沼
ノ
目
的
ト
セ
ザ
ル
法
人
ノ
所
得
」
は

こ
れ
を
非
課
税
と
す
る
と
し
た
時
点
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
明
治
二

年
法
は
、
後
に
、
大
正
九
(
一
九
一
一

O
〉
年

及
び
十
二
(
一
九
ニ
一
一
一
〉
年
の
改
正
所
得
税
法
に
継
承
さ
れ
た
。
こ
の
大
正
十
二
年
法
は
、
「
府
県
都
市
町
村
英
ノ
他
ノ
公
共
同

体
、
持
社
、

輯
字
、
仏
堂
及
民
法
第
三
十
四
条
ノ
規
定
一
一
依
リ
設
立
シ
タ
ル
法
人
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
非
課
税
法

54 家教法 7{子(1989)
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人
の
範
冨
を
境
線
に
し
た
。

昭
和
十
政
二
九
酉

O
)
年
の
法
人
税
法
の
創
設
に
よ
り
、
法
人
税
は
所
得
税
よ
り
独
立
し
た
。
際
法
は
、
「
神
社
及
民
法
第
一
一
一

十
m
m
粂
ノ
規
定
ニ
依
リ
設
立
シ
タ
ル
法
人
三
法
人
脱
却
ノ
諜
セ
ス
」
と
し
、
従
前
か
ら
の
非
謀
説
制
を
維
持
し
た
。
な
れ
品
、
神
社
及
び

民
法
法
人
以
外
の
特
別
法
に
準
拠
し
設
立
さ
れ
た
公
益
法
人
等
に
つ
い
て
は
、
各
々
の
法
律
に
よ
り
非
課
税
と
寸
る
旨
が
規
定
さ
れ

た。
昭
和
二
十
{

九
西
五
)
年
に
、
宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
、
宗
教
団
体
法
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
宗
教
法
人
令
(
昭
和
二
十
年
十

一
一
月
二
十
七
日
勅
令
第
七

が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
宗
教
法
人
の
設
立
が
、
能
前
の
認
可
掛
か
ら
勝
山
山
制
に
変
更

さ
れ
る
と
と
も
に
、
収
維
事
業
を
営
む
宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
、

そ
の
桜
義
一
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
に
法
人
税
に
課
す
こ
と
に
し
た

会
一
小
教
法
人
令
一
六
条
〉
。
す
な
わ
ち
、
会
議
法
人
の
収
益
事
業
課
税
の
淵
源
辻
、
こ
の
昭
和
二
十
三
九
四
丑
)
年
の
宗
教
法
人
に

対
す
る
課
税
措
畿
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
後
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
受
け
て
行
わ
れ
た
昭
和
一
一
十
五
(
一
九
五

O
V
年
の
税
制
改
正
念
経
て
、
現
行
の
公
益
法
人
課
税
額

の
原
襲
、
す
な
わ
ち
、

経
益
事
業
所
得
等
そ
除
冬
、
原
則
と
し
て
非
議
税
と
い
う
形
は
ほ
ぼ
完
成
し
た
。

家教法人と課税維カ(;p村}

(
4
}

公
益
法
人
潮
岬
税
制
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
務
林
孝
コ
一
『
公
縫
法
人
総
務
(
改
訂
版
ご
一

O
災
以
ド
の
ま
た
、
，
b
H打
線
治
ぷ
州
議
法
人
課
税
の
補
完
状
と
潮
岬
酬
明

(
関
)
」
え
湾
問
・
潔
税
解
説
速
報
h

(

綴
制
悦
岬
酔
税
協
会
刊
)
九
九
九
H
V
、
五
災
以
ド
参
照
。

?
と
シ
ャ
ウ
ブ
歓
舎
の
う
ち
、
公
餓
法
人
議
後
に
関
し
て
は
、
シ
ャ
ウ
ブ
後
筋
肉
『
日
本
税
制
絞
れ
品
川
ど
(
第
一
一
編
第
六
政
浪
綴
}
{
一
九
間
一
年
間
日
付
}
参
然
。

(.=) 

家
教
法
人
非
様
税
織
の
猿
拠

わ
が
国
に
お
け
る
公
益
法
人
非
課
税
制
の
沿
革
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ
の
鵠
源
は
、

地
租
及
び
初
期
の
法
人
所
得

税
法
に
求
め
れ
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
現
行
の
属
税
法
及
び
地
方
税
法
上
の
公
益
法
人
等
に
対
す
る
非
課
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税
取
扱
い
の
原
型
と
な
る
法
待
や
法
案
等
に
お
い
て
は

い
か
な
る
強
撫
に
基
づ
き
こ
う
し
た
措
量
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以

下
に
お
い
て
は
、
宗
教
法
人
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
し
て
み
る
。

伝
統
的
非
課
税
の
根
拠

す(1
で

指
擁
し
た
よ
ワ

わ
が
闘
で
の
公
益
法
人
等
に
対
す
る
非
課
説
措
置
は
、
治
率
的
に
、
社
寺
・
蕃
地
等
に
対
す
る
取
扱

い
そ
中
心
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

い
か
な
る
綴
拠
に
基
づ
き
非
課
税
と
さ
れ
た
の
か
は
、

必
ず
し
も
明
瞭
で

は
な
い
。

た
だ
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
わ
が
国
で
初
め
て
法
人
の
所
得
に
課
税
す
る
と
し
た
の
が
開
明
治
一

一
三
八
八
九
〉

得
税
法
改
正
で
あ
る
。
こ
の
改
正
で
は
、

守
党
利
ヲ
目
的
ト
セ
サ
ル
法
人
ノ
所
得
い
を
非
課
龍
と
し
た
。
そ
の
理
由
、

つ
ま
り
立
法

に
つ
い
て
は

の
議
会
の
審
議
鉢
め
山
中
に
若
干
の
記
述
が
残
さ
れ
て
お
り
、
参
考
と
な
る
。

倒
乃
ム
口

nnHV
、
匂

J
Z

(
一
八
八
八
)
年
十
二
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
第
十
二
一
矧
常
国
議
会
衆
議
院
所
概
関
税
法
改
正
に
か
か
る
審
査
特
別

委
員
会
で
は
、
次
の
よ
う
な
質
議
感
等
が
交
さ
れ
て
い
る
。

「
ハ
〉
斎
藤
安
誰
議
員

五
条
回
口
マ
」
尚
一
利
ヲ
目
的
ト
セ
サ
ル
法
人
ノ
所
得
ヘ

。
政
清
委
員
(
者
槻
礼
次
部
}
『
営
利
ヲ
民
的
ト
セ
サ
ル
法
人
』
ト
伝
ヒ
マ
ス
ノ
ハ
、
今
日
民
法
ノ
総
則
一
一
ア
リ
マ
ス
、
商
業

ナ
リ
教
育
ト
…
ぉ
フ
ヤ
ウ
ナ
事
柄

就
イ
テ
、
法
人

ル
コ
ト
カ
出
来
ル

守P

ス

サ

ノ
ハ
悶

フ
コ
ト
ニ
ナ
ツ

ヲ
リ
教
育
ト
カ
慈
善
ト
カ
商
業
ト
カ
伝
フ
目
的
テ
、
法
人

ソ
レ
等
カ
ラ
シ
テ
此
所
得
税

ナ
ツ
テ
居
ル
モ
ノ
チ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、

持
ノ
取
ル
ト
缶
フ
コ
ト
ハ
、
北
課
税
ノ
上
ニ
珍
テ
余
り
喜
フ
ヘ
キ
コ
ト
テ
ハ
ア
リ
マ
ス
マ
イ
、
現
ニ
ト
ノ
法
律

鈴
テ
モ
商
業
ニ
供

ス
ル
建
物
議
ハ
土
地
ナ
ト
ニ
蛤
テ
ハ
、
免
説
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
、
所
得
税
モ
矢
議
リ
、

サ
ウ
一
五
ウ
ヤ
ウ
ナ
怒
簿
ト
カ
教
育

ト
カ
商
業
ト
カ
伝
ウ
自
的
テ
サ
一
テ
出
ル
法
人
タ
ケ
ニ
ハ
、
諜
ケ
ナ
イ
方
カ
賞
、
ン
イ
ト
一
広
ウ
ノ
テ
、

ヲ
目
的
ト
セ
サ
ル
法
人
ノ
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寸
前
得
ハ
、
課
税
ノ
範
醤
外
ニ
置
キ
マ
シ
タ
:
:
:
。
」

こ
う
し
た
議
会
で
の
審
議
鉢
か
ら
見
る
限
り
、
わ
が
国
に
は
、
社
寺
等
を
含
む
非
営
利
団
体
に
対
し
て
は
課
税
し
な
い
と
す
る
伝

統
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
グ
伝
統
々
会
機
会
が
尊
重
し
た
結
巣
が
非
課
税
取
扱
い
に
つ
な
が
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
わ
が
国
の
吉
社
寺
誌
、
剖
家
的
あ
る
い
は
公
的
な
保
護
を
受
付
、

に
つ
い
て
は
明
治
維
新
ま
で
、
神
社
に
つ
い

て
は
そ
の
後
も
(
敗
戦
時
ま
で
)
公
的
な
法
人
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
、
こ
こ
で
い
う
か
伝
統
8

端

の

含
ま
れ
る
。

ま
た
、
法
人
課
税
制
度
が
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
情
況
か
ら
、
こ
の
穣
の
間
体
に
課
税
し
な
い
と
し
て
も
税
扱
的
に
は
余

i
p
r
f
f
:
 

り
長
署
カ
右
し

と
い
う
単
純
な
発
懇
に
基
づ
き
非
議
税
が
袋
当
で
あ
る
と
見
た
と
も
い
え
る
。

現
代
的
非
課
税
の
糠
拠

作
品わ

が
国
現
行
憲
法
は
、
二

O
条
及
び
八
九
条
で
、
「
信
教
の
自
窃
¥
「
政
教
分
離
い
を
制
度
的
に
舘
脇
押
す
る
。
こ
れ
は
、
本
来
的

に
、
過
去
の
不
幸
な
宗
教
へ
の
説
家
機
カ
の
介
入
と
い
う
経
験
に
対
処
す
る
意
味
合
い
が
凄
い
。

宗教法人と毒事総機カ(石村)

近
年
、
わ
が
匿
に
お
い
て
は
、
諜
教
法
人
に
対
す
る
非
議
税
措
置
が
、
こ
れ
ら
憲
法
上
の
粂
壌
に
恭
づ
き
再
綾
対
さ
れ
て
き
て
い

ア
メ
リ
カ
法
上
の
研
究
成
巣
が
参
考
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

。
粂
や
八
九
条
が

ア
メ
リ
カ
連
邦
態

る
。
こ
の
場
合
、

法
修
正
一
条
{
同
教
公
認
禁
止
条
項
〉

の
静
響
の
も
と
で
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
。

税
財
政
法
学
的
視
角
か
ら
、
家
教
法
人
に
対
す
る
非
課
税
措
置
の
根
拠
を
、

ア
メ
リ
カ
法
と
の
比
較
に
お
い
て
検
討
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
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離

l
i
l

ゆ
邪
教
法
人
課
税
論

一
〈
泳
潔
税
違
憲
論
}

公
益
説
(
対
価
説
)

1

1

1

1

1

ムー
1
4
宗
教
法
人
象
深
税
総

一
{
課
税
違
憲
論
)

歳
出
非
構
成
論

i

i
主
税
べ

i
ス
除
外
紙
i
し

歳
出
構
成
論

政

華文

分

と
こ
ろ
で
、
税
財
政
法
学
に
お
い
て
は
、
訟
統
的
に
、
政
府
が
特
志
の
偶
人
又
は
団
体
に
対
す
る
補
助
や
助
成
等
を
行
う
場
合
と

は
、
補
助
金
等
の
「
+
直
接
的
支
出
」
を
通
じ
て
行
う
こ
と
の
み
を
さ
す
と
哩
解
さ
れ
て
き
た

Q

し
か
し
、
近
年
、
こ
の
種
の
助
成
措

は
、
ひ
ろ
く
桟
税
上
の
特
恵
措
罷
に
よ
る
程
税
の
軽
減
免
縁
、
非
課
税
等
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
「
間
間
接
的
支
出
」
を
も
含
む
も

の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

数
に
、
こ
の
時
棋
の
隣
接
的
支
出
は
、

め
議
決
を
経
な
い
で
行
わ
れ
る
歳
出
に
相
当
す
る
こ
と
か

と
か
「
か
く
れ
た
補
助
金
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
説
財
政
法
学
で
は
、
こ

ら
、
「
裏
口
歳
出
」

(
g
n
w号
。
吋
的
旬
。
ロ
丸
山
口
ぬ
)

の
よ
う
な
「
か
く
れ
た
補
助
金
」
を
、

2
削
減
ロ
&
刊
誌
命
的
)
と
呼
ん
で
い
る
。

般
に
、
租
税
上
の
持
窓
措
置
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
秘
税
歳
出
」
{
帥
州
民
一

近
年
、
わ
が
樹
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
税
務
政
法
学
上
の
租
税
歳
出
論
の
展
開
の
彰
機
管
も
あ
り
、
公
益
法
人
等
に

対
す
る
非
課
説
艇
を
、
租
税
歳
出
論
的
援
角
か
ら
再
検
詩
し
よ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
宗
教
法
人
に
つ
い

展
開
さ
れ
て
い
る
。

て
は
非
課
税
措
置
に
よ
る
担
税
議
出
を
、
憲
法
の
政
教
分
離
原
則
別
に
接
ら
し
て
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
視
角
か
ら
、
議
論
が
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政
教
分
離
説

宗
教
法
人
非
課
税
制
の
根
拠
を
、
憲
法
一
一

G
条
及
び
八
九
条
の
政
教
分
離
脱
則
に
求
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
政
教
分
離
関
則
の
建
前
か
ら
、
調
及
び
地
方
公
共
関
体
は
宗
教
活
動
に
積
極
的
に
か
か
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
非
課

制
税
制
制
を
採
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の

本
米
、

ア
メ
リ
カ
で
形
成
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
宗
教
団
体
に
対
し
免
税
制
を
薬
用
す
る
が
、
こ
の
措
置
に

つ
い
て
は
、
連
邦
態
法
修
正

粂
及
び
各
掛
川
憲
法
の
窮
趣
旨
の
条
項
に
あ
る
政
教
分
離
原
則
を
根
拠
に
、
合
憲
と
す
る
説
と
違
憲
と

す
る
説
と
が
対
立
す
る
。ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
リ

i
デ
ィ
ン
グ
・
ケ

i
ス
辻
、
ワ
ル
ツ
対
ニ
ュ

i
ヨ
i
ク
市
謀
説
委
員
会
(
毛
色
N

J戸

、H，mwx一
行

C
5
5山富山
C
P
Q与
え
Z
0
4
弓ペ
2W)
事
件
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
ニ
ュ

l
ヨ
i
ク
制
憲
法
一
六
条

(
宗
教
用
品
財
産
へ
の
課
税
除
外
)
を
受
け
て
、
同
舟
題
定
資
立
続
税
法
(
同
一
一

O
粂
〉
に
盛
ら
れ
た
免
税
論
議
に
ω
縫い、

こ
の
点
に
関
し
、

の
規
定

体
が
も
っ
ぱ
ら
宗
教
上
の
礼
拝
用
に
使
用
し
て
い
た
資
産
に
対
す
る
踏
ん
総
資
綾
税
を
免
除
し
た
こ
と
が
、

条
の
関

教
公
認
禁
止
条
項
に
違
反
す
る
と
し
て
争
わ
れ
た
。

本
件
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
判
所
多
数
議
兇
辻
、
こ
の

が
、
判
決
潔
白
の
骨
子
は
、
次
の
通
り
で
あ

主主教法人と詩型附制{紛れ

る
部
品
光
貌
縫
援
は
、
教
会
に
対
す
る
間
接
的
支
出
又
は
飴
成
に
つ
よ
な
が
り
、
政
府
が
教
会
の
活
動
を
促
進
し
て
い
る
と
い
え
な
い
こ

と
も
な
い
。

争
し
か
し
な
が
ら
、
諜
税
措
霊
を
講
じ
る
こ
と
自
体
も
、
宗
教
国
間
体
の
宗
教
活
動
の
実
態
把
握
の
た
め
に
、
税
務
謁
査
等
を
通
じ

て
政
詩
が
当
該
盟
体
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。

宗教法7号 (989)5告



③
こ
の
よ
う
を
議
提
の
も
と
に
あ
っ
て
、
憲
法
誌
、
む
し
ろ
免
税
措
護
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
必
饗
最
小
鹿
で
宗
教
に
関
与
す

る
方
そ
選
択
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る

以
上
の
よ
う
に
、
本
件
多
数
意
莞
で
用
い
ら
れ
た
判
定
基
準
は
、
免
税
と
課
税
、

い
ず
れ
の
場
合
に
、
政
治
と
宗
教
と
の
か
か
か

わ
り
A
口い
8

を
握
小
化
で
き
る
か
、

「
政
教
関
与
度
基
準
」
窓
口
言
長

Z
8
8ご
命
的
件
)
と
い
わ

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

れ
る
も
の
で
あ
る
。

多
数
判
決
は
、
こ
の
基
準
に
縫
い
、
よ
り
関
与
疫
の
少
な
い
免
税
措
置
の
方
を
選
択
し
、
現
行
制
度
を
会
議
と
し
た
。
こ
れ
は
、

結
果
的
に
は
、
政
教
分
離
原
院
の
も
と
に
あ
っ
て
も
、
宗
教
団
体
へ
の
最
小
限
授
の
「
租
税
議
出
い
そ
合
意
と
し
た
こ
と
会
も
意
味

す
る
。こ

の
多
数
意
晃
に
対
し
、

ダ
グ
ラ
ス
判
世
帯
地
が
少
数
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
免
税
、

課
税
い
ず
れ
の
選
択
が
、
政
府

の
宗
教
へ
の
関
与
肢
を
最
小
に
す
る
か
と
い
っ
た
量
的
問
問
題
そ
論
点
と
し
て
特
務
を
下
し
た
多
数
意
見
を
役
務
し
た
。
そ
の
上
で
、

憲
法
に
い
う
政
教
分
離
原
則
射
の
も
と
で
、
政
府
は
特
定
の
宗
教
の
若
者
と
信
者
で
な
い
者
に
対
し
中
立
的
で
な
け
れ
誌
な
ら
な
い
、

と
い
う
饗
的
問
題
を
論
点
と
し
て
料
艇
を
下
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

少
数
議
見
は
、
こ
の
覗
角
か
ら
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
新
劉
定
資
産
税
法
を
鱗
蓋
し
、
民
法
が
信
者
と
信
者
で
な

い
者
と
を
分
離
し
、
結
果
的
に
は
信
者
に
対
し
て
巧
み
租
税
上
の
恩
典
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
し
、
違
懇
で
あ
る
と
判
示

し
た
。
す
な
わ
ち
、

の
宗
教
又
は
結
翁
に
対
し
て
の
み
付
与
さ
れ
る
宗
教
団
体
税
制
上
の
「
租
税
歳
出
」
を
違
憲
と
判
断
し

fょ
以
上
が
、
政
教
分
離
読
を
媒
介
と
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
租
税
歳
出
論
的
視
角
か
ら
は
、
合
憲
説
と
違
憲
説
と
が
対
な
し
て
い

る
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公
鵡
説
〈
対
械
設
}

a

誌宗
教
母
体
は
、
本
来
的
に
は
、
舗
や
地
方
公
共
団
体
〈
以
下
、
冨
等
)
自
身
が
絵
付
す
べ
き
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
が
、

約
に
よ
り
絵
付
で
き
な
い
性
閣
の
も
の
を
肩
代
わ
り
給
付
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
宗
教
援
体
の
み
が
給
付
で
き
る
特
殊
な
サ
i
ビ

ス
令
給
付
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
国
等
の
負
殺
を
軽
減
せ
し
め
、

か
っ
、
公
共
の
安
寧
等
の
湖
沼
象
に
晃
ら
れ
る
よ
う
に
、
公
慈
の

こ
う
し
た
活
動
は
、
今
や
社
会
に
と
り
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

公
益
説
、
対
価
説
は
、
こ
う
し
た
宗
教
関
体
の
活
動
を
よ
り
積
極
的
に
評
価
し
、
非
課
税
措
置
を
通
じ
て
、

増
進
に
も
貢
献
し
て
い
る
会
ま
た
、

一
種
の
対
価
支
払
を

行
お
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、

ア
メ
リ
カ
で
は
政
府
に
よ
り
古
く
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。

八
年
の
連
邦
議
会
下
院
歳
入
委
員
会
報

一九一

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吋
も
っ
ぱ
ら
慈
善
目
的
等
で
科
罵
さ
れ
る
金
銭
又
辻
財
産
に
対
す
る
課
税
を
免
能
守
る
措
置
は
、
次
の
よ
う
な
捜
拠
に
基
づ
い
て

採
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
は
、
〔
説
の
免
除
措
鵬
憶
に
よ
り
〕
歳
入
の
摘
失
を
被
る
が
、

そ
の
反
面
、
〔
公
議
議
審
開
体

の
〕
肩
代
わ
り
に
よ
り
、
自
ら
が
公
的
資
金
の
充
当
に
よ
り
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
対
政
負
担
を
免
れ
る

る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
は
、
当
該
損
失
に
対
す
る
補
置
を
受
け
る
に
譲
っ
て
い
る
。
」

ヘノ
aF

曲、

伊

吋

4

8

V

主主教法人と詩集綴緩JJ(石村)

い

γれ
に
し
ろ
、
こ
の
考
え
方
は
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
非
課
税
措
穫
を
通
と
た
実
質
的
な
対
価
支
払
辻
「
組
税
歳
出
」
に
あ
た

る
、
と
の
爵
援
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
宗
教
団
体
の
本
来
の
活
動
に
対
し
あ
る
績
の
会
益
性
を
認
め
、
ニ
の
「
租
税
歳
出
」
を

そ
の
活
動
に
対
す
る
当
擦
の
報
償
で
あ
る
、
と
晃
る
と
こ
ろ
に
特
龍
が
あ
る
。

(iii) 

課
税
ペ
ー
ス
除
外
説

宗
教
鵠
体
の
宗
教
用
の
金
設
や
財
産
を
諜
税
べ
j
ス
に
入
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

一
般
に
、
課
税
べ

i
ス
除
外
説

グヲ
需1I
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公
安
一
ぴ

ω路
ω
3
3常
芝
と
呼
ぽ
れ
る
が
、
正
当
化
の
椴
拠
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

宗
教
法
人
は
、
本
来
の
事
業
会
計
上
、
法
人
税
法
に
い
う
杖
入
か
ら
支
出
を
援
引
い

れ
る
課
税
の
対
象
と
去
る
べ
き

「
純
利
益
」
を
あ
げ
て
い
な
い
。
ま
た
、

法
人
説
法
上
、
法
入
所
持
に
対
す
る
課
税
は
、
倒
人
に
対
す
る
配
当
に
議
さ
れ
る
所
得
税

の
前
取
り
で
あ
る
と
い
う
考
、
壬
々
が
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
法
人
の
場
合
、
艶
当
を
受
け
る
持
分
株
主
が
存
夜
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
宗
教
法
人
は
、
法
人
税
法
で
課
税
の
対
象
と
す
る
通
常
の
意
味
で
の
課
税
物
件
(
所
得
〉
を
実
現
し
得
な

ない
し、i:i

0-ま

た

か
り
に
、
こ
れ
を
実
境
で
き
る
と
し
て
も
、
担
親
方
に
基
づ
き
説
率
を
適
用
す
る
と
い
う
一
般
の
諜
税
療
関
に
な
じ
ま

他
方
、
地
方
税
レ
ベ
ル
で
の
資
産
課
税
に
つ
い
て
も
、
宗
教
沼
資
産
は
期
制
定
資
産
税
等
の
課
税
客
体
か
ら
捺
外
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
の
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
米
、

民
別
し
て
課
税
上
取
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

の
理
由

基 iこ
づ Fお
くa途
o が

能

さ
れ
る
資
産
は

用
途
が
原
踏
と
し
て
自
・
自
な
資
産
と
は

こ
の
考
え
方
に
従
う
と
、
花
拝
施
設
を
中
心
と
し
た
宗
教
用
資
産
の
よ
う
に
、
利
用
価
値
が
蝦
窓
冬
れ
、
か
っ
、
通
常
の
資
産
の

よ
う
に
市
場
極
格
で
評
錯
す
べ
き
性
質
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
間
四
定
資
産
税
等
の
謙
税
べ

i
ス
か
ら
ぬ
間
外
さ
れ
、
非
課
税
と
な

A

日
}

る。
{6}

こ
の
ぷ
に
つ
い
て
は
、
石
村
耕
治
「
公
益
法
人
譲
税
の
現
状
と
課
題
(
開
問
ご
注

(
4
て
七
百
貝
以
下
に
詳
し
い
。

{7}

第
十
三
間
関
修
復
議
会
衆
議
院
明
治
三
十
一
三
八
九
八
}
年
十
二
月
十
一
二
日
審
査
特
別
委
員
会
速
記
録
(
第
一
号
)
三
j
窃
亥
。

〈

g}
ア
メ
リ
カ
に
わ
拍
げ
る
宗
教
閲
体
に
す
る
免
税
の
線
終
に
つ
い
て
は
、
石
品
作
品
耕
治
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
宗
教
法
人
議
制
慌
の
現
状
(
一
}
(
二
)
」
『
民
商
法
雑
誌
』
八

ム
ハ
巻
二
号
、
一
一
一
紙

Htm-ア
メ
リ
カ
逮
邦
波
紋
閲
体
糟
脱
税
の
現
状
」
ぷ
一
小
教
法
h

一
ニ
母
に
詳
し
い
。

(9}

こ
の
い
開
山
に
つ
い
て
は
‘
紋
サ
リ

1
・
ハ
!
パ

i
ド
ふ
入
学
名
幾
教
授
に
よ
る
多
く
の
労
作
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
皆
コ
ミ
曜
日
以
知
多
毛
主

S
S
H
間
氏
。
司
自
・
4
F
O

わ
き
昨
今
問
添
え
も
吋
静
岡
問
答
。
昆

XM均
一
日
誌
帥

MdMq品
・
門
戸
戸
川
嶋
お
}
心
的
信

q
q
h
F
V肉
n
O帥
aaW4帥
同
関
与

g仏
政
気
事
〈
附
向
知
三
宮
司
仏
門
戸

H
J
這

担

問

}wω
ロ
q
q
h
w

p
角
的
む
さ
ま
L
n件
。
ヨ
民
-o富
山
〉
ω咽
良
川
氏
、
吋
隊
以
内
初
回
宮
崎
M
州
地
問
答
叶

2
h
〉
内
V
G
叫
口
削
減
吋
帥
民
話

ω仲鼠
V
J
{
出
口
増
発
斗
暗
部
閉
γ
なれ料、

γ
羽
叫
特
紬
耕
治
吋
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
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る
税
制
札
畿
地
山
湾
総
の
展
開
」
(
日
本
財
政
法
学
会
総
}
略
抽
他
方
財
政
の
諸
問
題
〔
財
欲
法
批
概
数
3
ど
一
三
六
頁
円
以
下
、
問
問
、
税
制
悦
歳
出
概
念
に
よ
る
総
税
特
別
縫

置
統
制
の
制
情
状
い
{
小
林
・
北
野
一
裕
}
ぷ
明
代
財
政
法
の
基
本
間
紛
』
{
お
波
殺
税
務
)
所
収
参
照
。

{ω)
た
と
え
ば
、
北
野
弘
久
「
宗
教
法
人
へ
の
線
総
と
政
教
分
隊
問
緩
L

ジ
品
リ
ス
ト
増
刊
明
総
合
終
始
端
術
開
明
代
人
と
宗
教
』
一
一
一
録
、
一
一
二
一
段
頁
以
下
。

凡
打

H
V

臼

s
c
m
g品
〈
場
吋
5
・

{

門

仙

}

出

amh山間》
-
X
0・
阿
部
品

wmY吋
mxvn。
=
開
・

4ωι
印
ぬ
明
朗

'age-

{
刊

MW
剛
山
由
刈

M
m
g釦『
M
P
A
J
1
Zぬ
列
部
門
加
。
出
血

-o
内
。
『
】

W
H
m四
垣
間
》
伸
一
口
斡
笈

O
ロ
官
吋
。
岱
円
。
『
岡
恒
三
制
酎
伸
一
《
謡
曲
叫
吋
O
B
(
U
C吋
唱
。
吋
白
内

m
M諮
問
。
同
叫
お
ベ

eszop--
山口

J
Uぽ
円
、
.
]
印
供
二
三
日
∞

伶

門

朋

h
w
A
U
{
岡
山
V

∞]戸)・

{
H
U
m
w
者
支
払
戸
内
い
冨
ユ
g
σ
ぽ
河
め
と
…
勺
さ
玄
『
向
日
『
ベ
E
M
W
H
m
g叩
な

o
u
z
z
e
dそ
〈
。
『
昨
日
山
押
印
符
お
お
戸
}
満
足

N
8
2
由主ヲ

{
日
}
こ
の
織
に
、
公
益
信
託
類
綾
裁
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
法
人
を
会
む
公
益
法
人
等
の
課
税
関
係
を
φ

公
益
信
託
。
お
宮
叫
ん
仲
与
可
、
吋
2
2
m
)
m
w
法
制
怖
に
地
中
じ

て
考
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
石
村
緋
治
「
公
益
法
人
の
念
級
以
後
非
課
税
の
法
理
」
『
公
後
法
人
弘
一
五
巻
一

O
号
、
火
災
参
照
。

総j

総
括
的
検
討

宗
教
法
人
非
課
税
制
正
当
化
の
銀
拠
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
根
拠
に
対
し
て
は
、
様
々
な
批
判
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
公
益
説
に
つ
い
て
は
、
宗
教
法
人
の
活
動
が
一
般
の
公
益
法
人
の
活
動
と
同
質
の
も
の
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
と
い

家紋まま人と準装税権力(石村}

っ
た
疑
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
法
人
に
お
け
る
ぷ
副
議
。
と
い
っ
て
も
、
の
内
心
に
働
き
か
け
、
究
極
的
に
は
精
神
生

活
の
浄
化
等
を
通
じ
て
議
め
て
消
極
的
に
社
会
の
安
寧
等
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
他
の
会
議
法
人
の
よ
う
に
穣
艇

的
に
公
益
の
増
進
を
踊
る
活
動
と
は
異
な
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
多
く
の
宗
教
語
体
は
、
出
中
に
諜
教
活
動
の
み
な
ら
ず
、
社
会
福
祉
、
教
育
、
慈
善
等
、
多
角
的
な
会
益
活
動
を

行
っ
て
い
る
と
の
反
論
も
あ
る
。
現
行
法
制
上
、
各
々
の
法
人
設
立
準
拠
法
が
、
社
会
福
祉
事
業
法
、
私
立
学
校
法
、
民
法
等
に
分

化
し
て
い
る
。
こ
丹
た
め
、
宗
教
法
人
法
に
基
づ
く
宗
教
法
人
の
活
動
が
、
自
ず
か
ら
限
定
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か

し
、
宗
教
集
箆
総
体
と
し
て
は
、
ム
広
範
な
公
益
活
動
を
行
っ
て
い
る
脳
内
も
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
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ま
た
、
政
教
分
離
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。

憲
法
一
一

O
条
は
信
教
の
良
患
を
制
度
的
に
保
障
し
、
そ
の
具
体
化
措
置
と
し
て
「
い
か
な
る
宗
教
関
体
も
、
回
国
か
ら
特
擦
を
受
け

:
:
:
て
誌
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
ま
た
、
こ
の
二

C
条
の
樫
念
を
財
政
的
額
面
か
ら
支
え
実
効
あ
る
も
の
と
す
べ
く
、
憲
法
八

九
条
は
、
「
公
金
そ
の
他
会
け
の
黙
患
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
j
a
-
-
心
れ
を
支

出
し
又
は
こ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
い
と
規
定
し
、
宗
教
間
体
へ
の
公
金
・
公
財
産
の
支
出
?
利
用
を
禁
止
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
非
課
銃
措
績
を
通
と
た
対
価
の
支
払
は
、
こ
こ
に
い
う
「
支
払
」
に
該
当
し
、
憲
法
と
抵
触
す
る
と
い
う
克
方
も
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
条
文
に
い
う
「
特
権
へ
「
支
出
」
と
い
う
文
書
が
、
醤
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
誼
接
的
補
助
金
等
の
み
を
指
し
、

非
課
税
措
霊
あ
る
い
は
こ
れ
を
通
じ
た
問
機
的
歳
出
を
含
ま
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
c

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
税
法
環
論
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
、
免
税
制
と
は
輿
な
り
、
非
課
税
額
の
よ
う
に
、
当
初
か
ら
納
税
義
務

が
成
立
せ
ず
当
黙
に
諜
税
除
外
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
歳
出
を
構
成
す
る
と
は
考
え
に
く
い
と
の
主
陣
取
も
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
税
制
問
波
法
学
上
の
「
租
税
歳
出
向
い
概
念
に
従
う
と
、
免
税
措
置
、
非
課
税
措
罷
は

た
だ
、
す
で
に
竣
討
し
た
よ
う
に
、

双
方
と
も
、
関
接
的
歳
出
を
狩
う
手
段
と
し
て
制
等
に
家
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
宗
教
法
人
に
対
す
る
非
課
税
措
置
は
、
難
法
八
九
条
に
い
う
「
支
出
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て

も
、
租
税
特
車
捨
蓋
に
根
市
即
吟
す
る
の
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
課
税
と
い
う
特
恵
詩
護
が
、
態
法
二

O
条

に
い
う
「
特
権
い
に
該
当
す
る
と
見
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

憲
法
は
、
本
来
的
に
、
他
の
公
議
法
人
と
区
別
す
る
怒
で
、
格
別
宗
教
間
体
に
釣
を
絞
る
形
で
特
議
付
与
禁
止
条
項
を
設
け
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
課
税
措
遣
が
「
特
権
」
に
該
当
す
る
と
い
う
考
え
方
に
従
う
と
、
宗
教
法
人
に
対

T
る
非
課
税
措
置
に
つ

つ
ま
り
、
社
会
政
策
的
組
点
か
ら
、
公
競
技
を
理
由
に
校
会
福
祉
法
人
や
学
技
法
人
等
に
対

い
て
は
、
態
法
上
の
問
題
が
生
ず
る
。
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し
非
課
税
恥
扱
い
を
す
る
と
い
っ
た
一
般
の
公
益
法
人
等
の
劉
と
、
非
課
寵
取
扱
い
そ
の
も
の
が
憲
法
二

O
条
ぷ
よ
り
禁
止
さ
れ
て

お
り
、

の
次
元
で
考
え
る
の
は
無
理
と
い
う
こ
と
に
な

か
っ
、
本
来
的
に
私
法
人
と
し
て
の
性
格
の
漉
い
宗
教
法
人
の
撰
は
、
同

る
e

究
極
的
に
は
、
京
教
法
人
に
対
す
る
非
課
税
措
量
の
存
置
は
、
違
憲
の
韓
い
が
出
て
く
る
。

も
ヶ
ー
も
、
こ
う
し
た
違
憲
論
に
対
し
て
は
、
す
で
に
指
鵠
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
斡
例
法
で
探
ら
れ
た
「
政
教
関
与
度
基

準
"
に
よ
り
、
比
較
し
考
量
論
の
視
角
か
ら
の
反
論
も
可
能
で
み
る
。
つ
ま
り
、
政
一
点
ザ
離
原
則
の
も
と
に
あ
っ
て
、
非
課
税
と
諜

:
い
ず
れ
の
場
合
に
、
政
治
と
宗
教
と
の

n
か
か
わ
り
合
い
々
を
最
小
に
で
き
る
刻
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
兇
た
場
合
の
功
罪
を

税点
検
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
宗
教
法
人
の
本
来
の
活
動
に
対
し
、
車
範
に
課
税
措
置
を
講
じ
る
こ
と
自
体
、
個
々
の
法
人
の
実
態
把
握
の
た
め

ι、
税
務
課
査
等
を
通
じ
て
公
権
力
が
宗
教
活
動
に
介
入
す
る
結
果
を
招
く
。
わ
が
国
の
場
合
、
過
去
の
不
幸
な
宗
教
へ
の
国
家
権

カ
の
介
入
と
い
う
経
験
が
あ
る
む
ま
た
、
特
定
の
宗
教
間
体
の
悶
家
護
持
と
い
っ
た
影
で
、
憲
法
の
空
潟
化
を
平
然
と
主
議
す
る
政

治
集
鑓
が
歴
然
と
し
た
勢
力
を
維
持
し
て
い
る
情
況
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
験
、
情
況
等
を
勘
案
す
る
と
、

現
刊
行
の
非
課
税
制
制
辻
、
機
な
る
制
度
と
し
て
の
政
教
分
離
の
保
陣
を
越
え
た
、
執

つ
ま
り
礎
実
の
税
務
行
款
に
お
け
る
宗
教
へ
の
過
渡
な
権
力
介
入
、
を
防
比
す

行
部
(
政
府
〉
に
よ
る
宗
教
法
人
へ
の
権
力
行
使
、

言宗孝文法人と蓄量.~以後;h(石村〕

た
が
っ
て
、
憲
法
、
謀
説
設
業
が
、
非
課
税
措
鐙
を
選
択

ιて
い
る
と
見
る
こ
と
は

る
意
味
で
、
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

十
分
に
可
能
℃
あ
る
。

た
だ
、
宗
教
法
人
非
課
税
制
腕
を
、
政
教
分
離
の

9

時間壁
e

に
ふ
品
約
に
故
存
し
た
よ
で
、
ま
っ
た
く
独
自
の
立
場
か
ら
正
当
化
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
宗
教
法
人
は
、
税
法
上
「
公
議
法
人
等
」
の
一
つ
と
し
て
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
京
教
法
人
の
持

つ
独
自
の
公
論
性
や
宗
教
の
持
つ
特
性
が
、
非
課
税
取
扱
い
令
受
け
る
た
め
の
本
米
の
猿
拠
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
窓

波紋fぷ?号 (989)65 



味
し
て
い
る
。
非
課
税
措
譲
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
宗
教
法
人
の
設
立
・
運
営
の
主
た
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
末
転

66 

倒
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

強
く
求
め
ら
れ
て
こ
よ
う
。
そ
れ
に
従
い
、
現
行
非
諜
税
制
に
つ
い
て
、

去
議
説
(
対
価
説
)

の
視
角
か
ら
の
再
点
検
を
行
お
う
と

宗教法7-r，まは絡事)

今
後
、
宗
教
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
に
伴
い
、
宗
教
法
人
の
公
益
的
存
在
住
や
社
会
約
糞
任
等
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

い
う
動
き
が
強
ま
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
宗
教
法
人
の
公
設
性
を
考
え
て
も
、
余
り
の
る
る
樫
の
特
典
寄
付
与
す
る
結
果
を
招
い
て
い

い
ず
れ
に
し
ろ
、
宗
教
法
人
が
現
行
の
「
公
益
法
人
等
」
の
わ
く
内
に
期
間
ま
ろ
う
と
寸
る
眠
り

に
お
い
て
、
事
業
と
し
て
の
宗
教
、
さ
ら
に
は
宗
教
業
界
を
形
成
し
得
る
ほ
ど
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
享
受
す
る
結
果
が
生
じ
な
い

る
の
か
ど
う
か
が
際
組
と
な
ろ
う
。

よ
う
な
税
制
が
望
ま
れ
る
の
は
当
黙
で
あ
る
。

(MV

現
実
に
、
宗
教
法
人
が
公
益
準
業
(
宗
教
法
人
法
六
粂
二
部
情
〉
と
し
て
幼
稚
倒
閣
を
経
内
れ
し
て
い
る
等
の
例
も
多
い
。
し
か
し
、
ニ
の
場
合
で
も
、
自
治
体
か
ら

の
助
成
金
を
受
け
る
と
会
る
と
、
一
般
に
学
校
法
人
録
後
で
あ
る
こ
と
を
婆
件
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
実
際
に
は
、
私
立
学
後
訟
に
纂
づ
く
学
校

法
人
で
緩
徐
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
経
営
方
針
は
、
あ
く
ま
で
も
宗
教
法
人
の
蹴
鴨
神
を
纂
悠
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
a

そ
の
他
、
老
人
ホ
!
ム
や

ホ
ス
ピ
ス
等
に
つ
い
て
も
、
市
部
教
法
人
の
精
神
に
基
づ
き
、
医
療
法
人
や
社
会
福
秘
法
人
の
形
態
で
日
粧
品
蝕
さ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
。

{
げ
)
た
と
え
ば
、
雌
雄
弁
光
明
「
宗
教
法
人
灘
税
の
環
状
と
関
臨
時
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
鴻
刊
苛
総
会
特
集
・
日
本
の
税
金
恥
三
一
二
号
、
二
一
九
百
只
ー
し
か
し
、
免
税
機
宣
は

直
接
柏
町
歳
出
と
同
等
に
後
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
非
課
税
措
m
畿
は
そ
の
よ
う
に
畑
地
え
ら
れ
な
い
と
す
る
考
え
方
に
は
縫
僚
が
な
い
わ
け
守
も
な
い
。
つ
ま
号
、
わ

が
税
法
に
議
定
す
る
宗
教
法
人
に
対
す
る
会
輔
惜
の
課
税
除
外
鎗
澄
の
中
に
は
、
品
先
制
悦
か
券
潔
税
な
の
か
明
雄
楳
?
な
い
、
中
間
形
態
の
縫
鐙
に
該
当
す
る
も
の
も
数

多
く
あ
る
。
ま
た
、
側
々
の
議
税
除
外
捻
震
を
輔
相
変
し
、
免
税
に
制
相
当
す
る
も
の
は
憲
法
八
九
粂
に
い
う
「
支
出
」
と
の
総
数
問
騒
が
生
じ
、
逆
に
、
非
深
山
悦
け
い

制
相
当
す
る
も
の
は
、
そ
の
問
問
削
闘
が
伎
じ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
@
こ
の
よ
う
な
事
実
や
結
胤
戒
を
地
帯
晶
離
し
た
解
釈
が
、
繁
九
回
砂
町
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
脱
税
関
が
組
問

守合。

爪
山
山
}
描
都
法
は
、
仙
川
教
団
体
に
対
す
る
枇
村
崎
慢
の
付
与
を
然
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
人
綴
あ
る
宗
教
法
人
の
み
な
ら
ず
、
法
人
抽
婚
の
な
い
財
閥
・
社
間
関
を
も
会
む
こ
と

を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
が
税
法
N
M
、
法
人
織
あ
る
間
間
体
、
つ
ま
り
宗
教
法
人
法
に
よ
り
認
訴
を
受
け
た
途
秘
宗
教
法
人
に
対
し
て
の
み
非
議
税
取
扱
い

を
す
る
。

(
同

M
V

た
と
え
ば
、
海
地
鎮
祭
楽
作
最
中
ぬ
裁
判
決
で
は
、
紋
教
分
離
舶
の
岡
部
制
削
の
適
用
に
つ
い
て
、

J
出
家
が
宗
教
と
か
か
わ
時
合
い
を
も
つ
こ
と
を
全
く
批
判
さ
4

な
い
と



す
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
と
の
か
か
わ
号
令
い
を
持
つ
行
為
の
包
的
及
び
効
果
に
か
ん
が
み
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
判
ri---穏
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
場
舎
に
こ
れ
告
許
さ
な
い
も
の
」
と
判
一
本
す
る
。
品
融
官
納
品
棋
判
判
所
昭
和
五
十
二
三
九
七
七
〉
年
七
月
ト
三
臼
大
法
廷
判
決
♂
品
集
』
一
一
一
一
巻
五

一
二
三
賞
。

宗
教
法
人
と
納
税
義
務

憲法一一一

O
粂
は
、
国
民
に
納
税
の
義
務
を
員
わ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
間
良
」
に
は
、
自
然
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
法
人

も
含
ま
れ
る
。
他
方
、
憲
法
八
割
粂
は
、
開
制
税
の
賦
課
徴
収
は
法
律
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
(
穏
税
法
律
主

義)。こ
の
よ
う
な
憲
法
構
造
の
も
と
で
、
宗
教
法
人
は
法
律
の
範
踏
出
向
で
納
税
の
義
務
を
負
う
。
も
ち
ろ
ん
、
態
法
一
一
む
条
は
「
密
教

の
自
由
い
を
保
綿
押
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
組
税
法
律
主
義
の
も
と
で
認
め
ら
れ
る
課
税
権
の
行
使
も
、

」
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
践

り
に
お
い
て
許
さ
れ
る
。

信
仰
と
納
筏
轟
職
務

主主教法人と準装税総力{お村}

宗
教
人
の
税
に
対
す
る
考
え
方
は
、

必
ず
し
も

様
で
は
な
い
。
各
々
の
信
仰
W
X
は
本
人
の
世
俗
的
な
意
識
に
よ
り
異
な
る
。
た

だ
、
一
椛
仰
か
ら
宗
教
人
の
納
貌
意
識
の
一
端
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
の
手
掛
り
と
な
る
の
が
懸
書
で
あ
る
。

聖
書
の
「
マ
タ
イ
に
よ
る
謡
音
響
」

章

一
節
は
、
「
カ
エ
ザ
ル
の
も
の
は
カ
エ
ザ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神
に
越
し
な
さ

ぃ
。
」
と
説
く
。
こ
れ
は
、
-
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、
異
教
徒
口

i
マ
皇
帝
カ
エ
ザ
ル
に
税
金
を
納
め
る
べ
き
か
漬
か
関
い
誇
し
た
と
き

の
主
イ
エ
ス
の
返
答
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
返
す
」
と
は
、

ギ
リ
シ
ャ
一
緒
で
は
、
ボ
デ
ィ
ド
l
ミ
で
、

4
£
…
山
の
義
務
と
し
て
納
め
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る
。
を
意
味
す
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
る
宗
教
人
は
、
こ
の
翠
警
の
教
、
え
に
従
う
限
り
、

た
と
え
世
俗
社
会
が
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
〈
異
教
徒
)
に
支

配
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
納
税
は
当
黙
の
義
務
と
な
る
。

ア
メ
リ
カ
に
は
、
機
械
文
明
を
一
切
急
避
し
、
中
設
さ
な
が
ら
の
農
耕
中
心
の
宗
教
共
同
生
活
を
続
け
る
ア

i
ミ
シ
ュ

(〉
5
2
y
)
の
集
留
が
い
る
。
ア

i
ミ
シ
ュ
は
、
役
俗
的
な
も
の
を
一
切
忌
避
し
、
原
理
的
に
解
釈
さ
れ
た
翠
蓄
を
唯
一
の
規
範
と

し
、
独
自
の
「
教
会
戒
律
」
に
従
い
共
同
生
活
を
し
て
い
る
。

(
異
教
徒
)
に
支
配
さ
れ
た
社
会
と
は
一
一
線
を
属
す
た
め
に
、
参
政
権
の
行
使
、
公
約
職
糞
や
一
行
事
等
に
は

非
ア
i
ミ
斗

与
し
な
い
。
政
府
支
給
の
年
金
や
補
助
金
等
も
一
一
切
受
領
し
な
い
。
平
電
気
も
高
性
能
機
械
も
拒
否
し
、
交
通
手
段
は
烏
事
に
娘
っ
て

い
る
。
絶
対
平
和
主
義
の
立
場
か
ら
、
良
心
的
兵
役
張
沓
の
強
度
を
貫
い
て
い
る
。
義
務
教
育
も
拒
否

ω、
共
同
体
の
単
級
学
校

〈。言

3
0
2
加のぎ
O
}
}

と
家
族
で
ア
l
ミ
シ
ヱ
A
の
宗
教
教
育
を
行
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
税
金
に
つ
い
て
だ
け
は
、

「
カ
エ
ザ
ル
の
も
の
辻
カ
ヱ
ザ
ル
に
」
の
教
え
に
従
い
、
異
教
徒
へ

η

返
す
。
〈
納
め
る
〉
こ
と
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
連
す
る
聖
職
者
や
団
体
等
の
信
仰
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
納
税
意
識
は
、
他
の
宗
教
の
団
体
や
人

の
納
税
意
識
を
比
較
す
る
上
で
参
考
と
な
ろ
い
情
。

{mv
ア
i
ミ
シ
ュ
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
一
一
派
で
あ
る
メ
ノ
ト
ナ
イ
ト
派
か
ら
分
裂
し
た
セ
ク
ト
的
宗
教
集
硲
で
、
十
八
銭
紀
初
践
に
、
ョ
i
n
ソ
パ
で
の
か
奨

制
?
に
対
す
る
迫
害
を
避
け
、
料
科
大
路
へ
移
散
開
し
て
き
た
。
ア
i
ミ
シ
ュ
に
衡
す
る
研
究
と
し
て
は
、
明
向
。
ω仲
持
母
『

M

〉
B叫

m
v
m
o
n
g
q
c
答
申
}
が
後
れ
て
い

る
。
朝
市
文
の
研
究
と
し
て
板
弁
修
生

J
j
i
ミ
シ
ュ
の
文
化
と
役
会
』
〈
ヨ
ル
ダ
ン
社
}
参
照
。

(
幻
}
」

rsn。
器
一
コ
タ
J
R
O

品
9
8品
ce印

M
A
}

閉
会
均
ど
は
、
ア
メ
リ
カ
遂
邦
銭
高
裁
判
所
が
、
一
山
認
の
要
件
の
充
足
を
前
発
に
、
宗
勘
料
集
岡
山
め
向
H
油
問
機
(
広
間

y
g

円
。
笥
。
広
喝
さ
容
器
。

5
M
R
V

を
歯
格
設
一
し
、
信
徒
の
子
女
に
対
す
る
械
の
揖
執
務
教
噛
阿
の
急
避
を
緩
め
た
判
決
明
、
あ
る
。
を
お
、
こ
の
前
提
離
賞
品
作
と
は
、
①
世
崎
市
校
会

か
ら
の
忌
避
が
、
教
会
の
総
絡
を
規
情
持
す
る
総
仰
の
婆
マ
あ
る
こ
と
、
及
び
、
②
教

A
抽
出

M
r

、
こ
う
し
た
忌
滋
を
保
脇
陣
す
る
に
足
る
だ
け
の
統
泌
総
カ
を
有
し
て
い
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、-、
古

る
こ
と
、
明
、
あ
る
。

(n)
こ
の
い
然
、
仏
教
や
神
道
等
、
わ
が
磁
で
の
伝
統
約
な
宗
教
に
お
け
る
総
仰
に
基
づ
く
続
税
怠
識
が
、
い
か
な
る
も
の
か
必
ず
し
も
拙
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
点
の
究
明
は
、
今
後
の
重
一
要
な
諜
回
胞
で
あ
る
。

{持

寮
教
法
人
の
納
税
義
務
の
範
関

法
人
税
法
は
、
適
格
宗
教
法
人
を
公
益
法
人
等
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
(
法
人
説
法
二
条
六
号
、
罰
法
別
表
一
一
可
公
益
法
人
に

つ
い
て
は
、
収
益
事
業
か
ら
生
じ
た
所
得
の
み
を
法
人
税
の
課
税
対
象
と
し
て
い
る
(
法
人
説
法
七
条
ー
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法

人
法
の
も
と
で
法
人
惨
を
取
得
し
た
団
体
は
、
収
益
事
業
か
ら
の
所
得
が
生
じ
な
い
繰
り
法
人
税
を
諜
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

教
法
人
の
非
収
益
事
業
所
機
培
、
非
課
税
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
宗
教
法
人
は
、
収
益
事
業
を
一
行
い
か
つ
所
得
が
あ
る
場
合
、

一
般
の
常
利
法
人
が
陸
三
e

一

{
昭
和
六
十

月
境
寂

で
は
、

四
二
)
%
の
説
率
の
漉
用
を
受
け
る
の
に
対
し
、
地
の
公
説
法
人
と
隠
様
に
一

八
(
河
二
七
)
%
の
負
強
に
留
ま
る
。
さ
ら

に
、
宗
教
法
人
は
、
そ
の
収
益
事
業
用
の
資
産
を
当
該
宗
教
法
人
の
非
収
盤
事
業
の
た
め
に
支
出
す
る
場
合
、
当
該
支
出
は
、
収
益

事
業
所
得
計
算
上
「
寄
付
金
」
と
し
て
の
取
扱
い
を
受
け
る
。
他
方
、
当
該
寄
付
金
は
、
宗
教
法
人
の
仰
抗
議
事
業
所
鐸
計
算
上
、
一
株

簿
の
一
二
O
W
A
を
限
度
と
し
て
損
金
計
上
が
認
め
ら
れ
る
(
法
人
税
法
一

七
条
跨
項
)
。
こ
れ
ら
法
人
税
法
上
の
取
扱
い
に
加
え
、
所

宗教法人と潔務主義カ(荷村)

得
税
法
は
、
宗
教
法
人
が
受
け
る
制
利
子
、
担
当
等
の
所
得
に
つ
い
て
は
非
課
税
と
し
て
い
る
(
所
得
税
法
一
一
条
ー
し
た
が
っ

て
、
支
払
い
側
で
の
諜
泉
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

ま
た
、
悶
税
レ
ベ
ル
で
の
非
課
税
の
考
え
方
は
、
地
方
税
で
は
道
府
県
民
税
(
地
方
税
法
一

、
市
町
村
民
税
{
問
一
一
九
六

条
て
事
業
税
{
間
七
二
条
の
一
)
や
事
業
所
税
(
同
七

0
…
粂
の
一
一
一
四
第
二
項
}
等
に
も
継
受
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
登
鉢
免

許
税
{
澄
銭
免
許
税
法
開
条
一
一
項
、
持
法
別
表
立
て
闘
定
資
産
税
{
地
方
税
法
三
調
八
条
一

一
雨
明
}
や
都
市
一
一
昨
尚
税
(
向
七
O
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ニ
条
の
一

エ頁

つ
い
て
も
、
宗
教
法
人
に
対
し
て
は
広
範
に
課
税
除
外
特
典
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
所
得
税
法
は
、
特
定
の
所
得
の
支
払
殺
に
対
し
、

そ
の
支
払
の
際
に
、
所
得
税
を
源
泉
徴
収
し
納
付
さ
せ
る
制
度
を
設
け

て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
灘
泉
数
収
制
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法
人
は
、

そ
の
役
員
、
職
員
等
の
内
部
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
弁
護
士
、
税
理
士
、
議
謀
者
等
の
外
務
者
に
対
し
て
支
払
う
給
与
{
退
職
金
や

の
現
物
給
与
等
を
含
む
。
)
、
報
酬
、
料
金

等
に
つ
い
て
は
、
源
泉
所
得
税
を
徴
収
し
、
そ
れ
を
砧
納
付
す
る
義
務
を
負
う
〈
所
帯
税
誌
六
条
、

八
一
条
以
下
)
。
ま
た
、
地
方

税
法
は
、
所
得
税
法
上
の
源
泉
徴
収
義
務
者
に
対
し
、
特
定
の
所
得
の
支
払
の
際
に
、

一
定
説
舗
を
数
枚
し
、
納
付
す
る
こ
と
を
義

務
づ
け
て
い
る
〈
地
方
税
法
一
条

項
)
。
こ
の
た
め
、
宗
教
読
人
は

そ
の
内
部
者
に
対
す
る
給

噴
十
号
、
間
三
二

の
西
第

与
等
の
支
払
に
関
し
、
題
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
義
務
を
窺
う
。

{
幻
)
宗
教
法
人
譲
後
一
般
に
つ
い
て
は
、
制
度
分
析
を
も
含
め
、
凶
代

向
帆
ぷ
衣
料
法
人
の
会
計
と
税
務
』
(
開
問
文
然
}
絡
が
参
考
に
な
る
。

締

通
造
機
税
の
欄
間
続
点

法
人
税
法
は
、
宗
教
法
人
の
行
う
収
議
事
業
か
ら
の
所
得
に
つ
い
て
だ
け
課
税
す
る
。
し
か
し
、
現
実
に
辻
、
宗
教
法
人
法
二
条

に
い
う
宗
教
活
動
に
該
当
し
、
法
人
会
計
上
、
宗
教
活
動
会
計
に
記
入
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
こ
か
ら
生
と
た
所
得
は
全
て
非
課
税

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

つ
ま
り
、
宗
教
活
動
に
該
当
し
、

ぞ
れ
か
ら
生
じ
た
所
得
に
も
諌
制
祝
さ
れ
る
ゆ
}
と
が
あ
り
得
る
。

こ
う
し
た
宗
教
法
人
本
来
の
宗
教
活
動
か
ら
生
じ
た
所
得
に
対
す
る
謀
説
が
、
実
は
、
税
法
律
で
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
税
務
通

漆
で
持
わ
れ
て
い
る
。

.，，-

詩
人
説
法
基
本
通
達
一
五
|
一
e
g
g
-
e

〔
公
説
法
人
等
の
本
米
の
事
業
が
収
益
事
業
に
該
当
す
る
場
合
〕
が
、
ぞ
れ
で
あ
る
。
こ
の

通
達
は
、

昭
和
五
十
六
(
一
九
八
二
年
十
一
月
の
「
法
人
税
法
基
本
通
達
等
の
…
部
改
正
い
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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}
の
通
達
に
よ
る
と
、
宗
教
法
人
が

の
範
閥
」
〈
法
人
税
法
箆
仔
令
五
条

項
)
に
掲
げ
る
事
業
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
事
業
を
営
む
場
合
に
は
、

の
本
来
の
目
的
た
る
事
業
に
あ
た
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、

た
と
、
え
そ

当
該
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
法
人
税
が
課
税
さ
れ
る
、

し
た
が
っ
て
、
経
典
、
生
花
等
の
版
先
(
物
品
販
売

業)、

参
議
宿
泊
(
旅
館
業
)
、
経
典
、
法
詩
集
等
の
出
甑
(
品
数
業
)
、
料
理
や
飲
食
物
等
の
捻
供

飲
食
応
業
)

よ
う
な
事
業
に
つ
い
て
は
、

格
別
に
非
課
税
と
な
る
要
件
に
該
当
し
な
い
競
り
、
法
人
艇
の
対
象
と
な
る
。

法
人
税
法
本
法
の
規
定
は
、
極
め
て
抽
象
的
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

総
話
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
施
行
令
{
政
令
)
や
法
人
税

法
議
行
規
則
的
(
省
令
)
に
委
ね
る
形
が
一
般
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
令
、
省
令
で
も
カ
パ
ー
で
き
な
い
事
項
や
描
刻
家
例
の
解
釈

つ
い
て
は
、
「
通
達
」
で
一
定
の
基
準
が
一
ぶ
さ
れ
て
い
る
。

憲
法
八
毘
粂
の
総
税
法
律
主
義
の
原
則
の
も
と
で
、
憲
法
三

O
粂
で
い
う
「
納
税
の
義
務
」
は
、
本
来
、
説
法
律
に
従
っ
て
桑
わ

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
人
税
法
基
本
通
達
一
五
i
一
一
の
よ
う
に
、
新
た
な
納
税
義
務
の
創
設
を
「
通

と
は
、
憲
法
八
開
条
に
抵
触
す
る
。

五

〉
は
、
本
米
、
公
説
法
人
等

数
を
対
象
に
山
山
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

課
税
庁
か
ら
か
ら

方
的
に
出
さ
れ
る
通
速
は
、
同

的
で
、
各
締
法
人
の
加
燃
料
創
的
事
構
に
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
結
巣
と
し
て
、
ぷ
不
一
教

宗教注入とま車税権力{お村}

活
動
の
自
由
と
課
税
権
力
の
介
入
。
と
の
関
僚
に
つ
い
て
、
議
教
界
と
謀
説
庁
側
と
の
聞
で
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
課

税
が
行
わ
れ
て
い
る
。

憲
法
三
一
条
「
法
定
手
続
の
保
捧
」
の
も
と
、
納
税
者
の
判
官
一
日
に
深
く
関
わ
る
通
域
等
の
制
山
花
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
納
税
者
及

ぴ
利
害
関
係
者
の
事
前
に
「
聴
聞
を
受
け
る
権
利
特
」
を
保
棒
す
る
の
は
当
黙
で
あ
る
。
前
記
基
本
通
達

百ー

の
判
例
ん
な
に
隣

し
て
、

日
本
宗
教
連
盟
は
、
国
税
庁
長
官
宛
に
克
解
書
を
提
出
し
、
本
通
達
の
廃
止
を
求
め
る
と
と
も
に
、
「
税
務
行
政
の
実
識
に グ〉
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あ
た
っ
て
は
、
宗
教
法
人
の
意
見
を
十
分
に
聴
取
」
す
る
よ
う
に
求
め
一
段
。

聾
法
八
四
粂
の
も
と
、
通
遺
課
税
ば
密
避
さ
れ
る
べ
き
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
憲
法
二

O
粂
の
も
と
で
保
陣
を
受
け
る
宗
教
法
人

の
本
来
の
活
動
に
対
す
る
諜
税
は
十
分
に
犠
議
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
、
学
界
か
ら
の
「
公
益
法
人
等
の
あ
る
活
動
・
行
為
が
法
人
税
法
上
の
収
益
事
業
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、

等
の
性
格
、

そ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば

(
格
て
幽
一
的
、
強
象
的
な
器
準
で
は
な
く
、
法
人
等
の
類
型
ご
と
に
当
該
頚
型
の
実
践
に
瀧
会
し
た
具
体
的
な
説
家
慕
準
を
一
示
す

べ
き
で
あ
ろ
う
J

と
の
搭
擁
は
、
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

践
的
、

規
模
等
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
も
し
、

通
達
に
よ
っ
て
実
務
の

ま
た
、
民
閣
の
納
税
者
団
体
で
あ
る
「
不
公
平
な
税
制
を
た
だ
す
会
」
も
、
本
通
達
の
縄
問
題
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
指
議
を

行
っ
て
い

側、

納
説
義
務
の
消
長
に
影
響
を
与
え
る
議
饗
な
攻
療
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
関
係
者
や
学
識
経
験
者
等
の
意
見
を
聴
取
す
る

な
ど
公
正
な
手
続
に
基
づ
い
て
行
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

(
略
)
今
倒
的
〔

九
八
一
年
〕

の
通
達
改
正
は
、
労
働
組
合
、
宗
教
団
体
、
文
化
団
体
、

そ
の
他
瓜
範
な
醤
体
に
重
大
な
影
響
を

及
ぽ
す
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
関
張
間
体
等
に
何
等
の
事
議

の
聴
取
も

な
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

(
略
)
納
税
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
た
公
正
な
税
務
行
政
の
執
行
の
た
め
に
も
、
{
略
}
民
主
的
な
手
統
を
ふ
ん
だ
土
で
、

の
改
護
を
行
う
べ
き
だ
と
考
え
ま
寸
。
い

い
ず
れ
に
し
ろ
、
通
達
の
新
設
・
改
廃
は
、
納
説
者
に
対
し
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
す
。
ぷ
一
市
教
活
動
に
介
入
す
る
形
で
課
税
が
行

わ
れ
る
結
果
を
詔
く
等
の
場
合
、
憲
法
一
一

条
の
趣
旨
に
沿
い
、
利
寝
間
謀
者
で
あ
る
宗
教
師
介
、
宗
教
人
の
意
見
を
、
事
前
に
十
分
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聴
取
す
る
必
獲
が
あ
針
。

(MV

日
本
宗
教
連
忠
之
ほ
人
総
甘
嶋
本
ザ
縁
遠
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
の
阿
見
解
』
{
一
九
八
二
年
五
月
二
十
九
円
口
}
参
照
。

{お
v

北
野
弘
久
『
サ
ラ
リ
ー
?
ン
税
金
訴
訟
』
{
税
務
総
綴
協
会
}
一
-
一
一
一
九
百
民
参
出
閉
山
砲

{
叩
山
}
不
公
市
T
な
税
制
酬
を
た
だ
す
会
『
公
益
法
人
等
の
絞
殺
事
業
に
対
す
る
議
後
に
つ
い
て
申
入
書
』
(
一
九
八
…
…
年
九
月
、
温
税
庁
長
官
拘
先
〉
参
照
合

(
幻
}
ア
メ
リ
カ
の
命
令
・
通
途
制
定
聴
開
制
度
の
分
析
も
会
め
、
石
村
緋
仙
川
「
公
議
涼
人
課
税
の
発
状
と
縁
組
{
十
八
ご
『
旬
以
内
・
州
開
校
解
説
速
報
』

に
詳
し
い
。

一
O
開
時
二
今

宗
教
法
人
と
説
務
調
査

宗
教
法
人
は
、
礼
拝
、
布
教
、

そ
の
他
信
仰
友
び
宗
教
上
の
行
為
す
℃
ユ
言
銭
円
。
吋
免
内

HM2sag-gm父
母
初
}
を
行
う
集
団
の

た
め
に
、
礼
拝
施
設
そ
の
他
の
資
産
の
所
有
、
維
持
・
管
理
等
の
俗
事
(
揺
れ
三
時
話
相
耐
え
常
的
}
を
処
寝
す
る
間
体
で
あ
る
。

こ
の
俗
事
に
つ
い
て
は
、
宗
教
集
鵠
の
内
部
法
(
冒

Z
3州
丸
山
祭
定
)
た
る
個
々
の
宗
教
戒
律
や
宗
教
法

Znag-α2wastε

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
外
部
法
官
民
常
ロ
と

Z
乏
た
る
世
俗
法
(
三
丘
二
お
刊
誌
、

一
定
の
議
会
制
定
法
の
支
配
を
受
け
る
。

つ
ま
り
、
護
法
を
頂
点
に

民
法
、
議
教
法
人

法
、
税
法
等
、

宗教法人とま築税権力(石村}

こ
れ
ら
世
情
法
の
う
ち
、

い
わ
ば
8

宗
教
法
人
基
本
法
。
と
い
え
る
の
が
宗
教
法
人
法
で
あ
る
。
同
法

粂
(
宗
教
司
体
の
定

は
、
単
位
語
体
に
「
礼
拝
の
施
設
を
鏑
え
る
」
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
同
法
三
条
は
、
こ
の
先
持
施
設
と
し
て
、
「
境
内
地
へ

「
境
内
建
物
」
の
議
議
に
該
当
す
る

の
種
類
の
不
動
産
を
列
挙
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
境
男
総
へ
「
境
内
建
物
」
を
明
穣
に
す

る
百
的
は
、
京
教
活
動
用
資
産
と
そ
の
他
の
事
業
用
資
設
と
を
区
分
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
同
法
六

条
が
、
法
人
会
計
を
、
本
来
念
話
料
活
動
)
会
計
、
公
益
事
業
会
計
及
び
収
益
事
業
会
計
に
援
分
し
た
上
で
込
加
視
す
る
よ
う
に
求
め

宗教法 7喜子(l締約73 



て
い
る
の
も
、
軌
を
一
に
す
る
。
ま
た
、
同
法
一
二
条
八
一
項
培
、
法
人
規
制
則
で
、
「
基
本
財
産
、
宝
物
そ
の
偽
の
鮎
財
産
の
設
窓
、

理
基
び
経
分
(
略
}
、
予
算
、
決
算
及
び
管
理
そ
の
他
財
務
に
関
す
る
事
項
」
を
明
確
に
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同

法
二
五
条
で
は
、
宗
教
法
人
に
、
そ
の
設
立
時
及
び
毎
会
計
年
終
了
後
一
一
一
月
以
内
に
財
康
問
鉢
を
作
成
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
こ
の

財
産
話
録
に
加
え
、
貸
借
対
照
表
又
は
収
支
計
算
審
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
法
人
事
務
所
に
呉
儀
す
る
よ
う
に
求
め

て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
財
務
欝
矧
の
作
成

-
f

刀
法
や
会
計

つ
い
て
、
宗
教
法
人
法
は
格
別
の
規
建
を
欝
い
て
い
な
い
。
ま

た
、
京
教
法
人
に
つ
い
て
は
、
民
法
上
の
財
団
・
枝
問
、
学
桟
法
人
等
、
他
の
公
益
法
人
等
と
は
異
な
り
、
標
準
的
な
会
計
基
準
も

制
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
個
々
の
法
人
が
持
つ
教
義
上
の
特
性
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
も
の
と
忌
わ
れ
る
。

い
わ
ば
。
ゴ

i
イ
ン
グ
・
コ
ン
サ

i
ン

し
た
が
っ
て
、
宗
教
法
人
は

(
永
続
的
団
体
ア
と
し
て
、

一
般
的
に
公
正
か
つ
妥
当
と

見
ら
れ
る
方
法
で
財
務
・
経
埋
処
理
を
行
え
ば
、
問
題
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
法
人
法
は
、
極
め
て
ゆ
る
や
か
な
形
で
、
辻
仙
人
の
慰
務
・
経
理
市
川
市
務
の
明
確
化
を
求
め
て
い
る
。
こ
う
し
た

世
俗
法
の
要
議
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
い
か
に
ゆ
る
や
か
な
形
で
あ
ろ
う
と
も
、
信
教
の
自
闘
を
慢
す
の
で
は
な
い
か
と
の
戸
も
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
本
来
の
目
的
は
、
世
俗
の
法
や
会
計
義
準
等
に
よ
り
、
教
義
や
指
仰
に
規
制
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
心
あ

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
宗
教
用
財
産
の
維
持
・
管
理
状
現
や
宗
教
法
人
の
活
動
状
況
を
、
計
数
的
に
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
こ

ろ
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

宗
教
法
人
は
、
宗
教
活
動
に
専
念
で
き
る
、

と
い
う
の
が
糠
想
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
間
切
骨
位
、
宗
教
法
人
の
多
く
は
、
収
益
事
業

を
行
っ
た
り
し
て
、
そ
の
経
詩
的
碁
盤
悶
め
の
努
力
合
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
役
信
託
が
進
展
す
る
状
況
下
に
あ
っ
て
、
叫
財

務
・
経
理
内
容
そ
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
宗
教
法
人
の
か
公
益
的
存
在
性
〈
主
張
の
た
め
の
当
熱
の
義
務
と
も
い
え
る
。
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に
、
臨
調
議
し
た
よ
う
に
、
京
教
法
人
は
、
法
律
の
定
め
る
こ
ろ
に
従
い
続
税
義
務
を
負
う
。
こ
の
場
合
、
自
己
の
納
税
義
務

般
に
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
税
務
級
品
儲

か
る
各
轍
の
租
税
等
を
納
付
す
る
こ
と
に

の
範
鴎
は
、
法
人
会
計
上
の
数
舗
を
纂
に
、
税
法
の
規
定
に
従
い
確
定
す
る
。

事
業
に
か
か
る
法
人
税
、
糠
泉
所
得
税
、
そ
の
他
本
米
の
活
動
に
関
議
し
な
い

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
法
人
に
よ
っ
て
は
、
税
務
戟
益
事
業
を

澱
泉
徴
税
義
務
者
と
し
て
源
泉

切
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら

所
得
税
だ
け
の
納
付
義
務
を
喪
う
と
い
う
例
も
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
説
法
は
、
こ
う
し
た
宗
教
法
人
の
納
税
義
務
を
正
確
に
確
定
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
課
税
庁
の
職
員
へ

を
付
与
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
法
人
の
会
許
記
録
が
信
頼
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
探
く
立
入
つ

が
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
た
め
、
宗
教
活
動
に
持
す
る
課
税
権
力
の
介
入
で
は
な
い
か
と
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
う
し
た
疑
会
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
法
人
に
対
す
る
税
務
調
査
権
の
行
使
と
法
人
側
の
受
志
の
隈
界
を
、
憲
法
二

O
条

に
探
鵠
沖
さ
れ
た
「
信
教
の
自
由
」
と
の
関
連
に
お
い
て
、
法
理
論
的
に
開
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

宗教法人と課税議カ〈互王将〉

{
叩

M
V

な
れ
料
、
こ
の

b

燃
に
関
し
て
は
、
般
に
、
砂
川
教
事
業
に
対
す
る
沼
町
法
務
行
錯
絞
め
限
界
の
開
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
分
野
で
の
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ

法
上
一
の
研
究
が
参
考
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
慰
問
問

HM齢
出
場
君
。
ユ
話
器
叫
3
3
5昂
吟
吋

Mgロ
僻
山
口
】
亘

E
同

-
m
m
g
z
t
O
2
0吋
H
E
g
gと
の
V
Z司
n
F
2
8
Z湾出¥‘由由

。
髄
夜
間
、
，

m
M
M議
会
総
H
V
-

ま
た
、
わ
が
関
で
も
、
こ
う
し
た
ア
メ
ワ
カ
法
上
の
成
樹
木
を
参
考
と
し
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
池
田
山
党
務
「
裁
判

所
は
ゆ
市
教
教
耕
慌
の
幾
資
が
で
き
る
か
い
吋
制
的
地
畑
地
仙
ゆ
ご
ふ
ハ
馳
官
二
号
、
机
竺
添
加
部
一
ニ
ぷ
部
品
制
撤
帯
雨
明
と
綴
判
所
の
剣
法
務
地
底
に
つ
い
て
」
『
剖
制
繍
閣
法
学
均
六
巻
二
号
、
幅
制
ケ

谷
牽
「
{
一
川
教
法
の
甫
帯
雨
明
と
法
律
上
の
争
訴
」
均
的
部
教
法
恥
五
胤
妙
。

{
明
日
〉
宗
教
法
人
経
理
の
ゆ
決
勝
に
つ
い
て
は
、
倒
代
以
ぷ
邪
教
法
人
総
療
の
概
情
状
い
{
丸
山
総
V

ぷ
削
教
と
税
制
恥
爪
新
泉
社
〉
紛
紋
に
災
し
い
。

現
行
税
務
調
査
法
制
の
実
情

税
法
は
、
課
税
庁
職
員
に
対
し
様
々
な
調
査
権
を
付
与
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
調
査
機
は
、
現
行
法
上
、

一
つ
は
、
所
得
税
法
、
法
人
税
法
等
、
側
潤
恕
税
法
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
れ
は
、

一
つ
の
額
塑
に
大
別
で

晶
君
、
，

h
v
o

一
般
に
、
ぷ
芥
体
税
法
上
の
調
査
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国
税
徴

権
e

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
税
金
滞
納
者
の
財
産
の
詑
揮
を
目
的
に
行
わ
れ
る

8

滞
納
処
分
の
た
め
の

(

町

謝

}

収
法
一
酉
一
一
条
以
下
て
脱
税
等
の
裏
付
け
資
科
技
集
を
目
的
に
行
わ
れ
る
グ
国
税
犯
則
取
締
法
上
の
髄
資
様
。
が
あ
る
。

の
実
体
税
法
上
の
繍
査
擦
の
行
使
で
あ
ろ
う
。
実
務

こ
れ
ら
の
調
査
の
う
ち
、
京
教
法
人
に
と
り
、
最
も

般
的
な
の
が
、
第

上
も
、
課
税
処
分
を
行
う
た
め
の
調
査
と
は
、
通
常
、
こ
の
種
の
観
葉
権
の
行
穫
を
さ
す
。

課
税
処
分
を
持
う
た
め
の
寵
査
に
つ
い
て
、
各
個
別
税
法
は
、
次
の
よ
う
に
極
め
て
衝
諜
に
規
定
す
る
。

「
所
得
税
法
二
三
酉
粂
〔
当
該
職
員
の
費
削
同
捜
査
機
〕
国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
職
員
は
、
ザ
所
得
税
に
関
す
る
調
査
に
つ

い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
費
関
し
、
又
は
そ
の
者
の
事
業
に
閲
す
る
制
執
筆
書
類
そ
の
抱
の
物
件
を
検
査
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
」

た
だ
、
こ
の
調
査
権
に
つ
い
て
、
法
は
、
「
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
を
ら
な
い
」
〈
た
と
え
ば
、
所
得

日
常
の
右
政
自
的
で
行
わ
れ
る
調
変
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

税
法
二
三
四
条
一

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
性
格
的
に
は
、

の
種
の
調
査
は
、
被
議
査
者
の
間
意
の
も
と
で
許
さ
れ
る
任
意
識
査
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
行
法
は
、
こ
の
種
の
調
査
権
行
龍
に
不
協
力
な
考
を
、
「
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
十
万
円
以
下
の
郡
金
に
延
す

る
」
(
た
と
え
ば
、
所
得
税
法
二
四

こ
と
に
し
て
い
る
。
法
に
い
う
不
協
力
者
と
は
、
「
韓
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
若

し
く
は
偽
り
の
答
弁
を
し
、
又
は
(
略
)
検
査
を
椋
み
、
務
げ
若
し
く
は
稔
避
し
た
者
」
{
同
一
一
閥
ニ
条
八
号
)
、
及
川
V

「
検
査
に
関

し
偽
り
の
記
載
を
し
た
鱗
簿
書
頬
を
提
蝕
し
た
者
」
を
さ
す
。

こ
の
よ
う
に
、
現
行
の
課
税
処
分
時
約
で
の
調
査
辻
、
翻
則
に
よ
り
強
制
さ
れ
る
か
間
接
強
制
の
伴
う
任
意
識
査
。
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
種
の
調
査
が
、
荊
事
責
任
を
潟
、
つ
調
査
や
手
続
に
つ
な
が
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
来
的
に
、
こ
の
種
の
調
査
は
行
政
調
査
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

一
五
粂
(
令
状
主
輔
て
梼
三
八
条
〈
黙
務
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議
〉
等
は
刑
事
処
分
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
法
制
上
は
必
ず
し
も
繍
極
的
な
憲
法
上
の
保
協
仰
が
与
え
ら
れ
る
に
濯

っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
現
行
の
実
体
税
法
上
の
調
査
に
関
寸
る
法
制
は
、
続
親
者
の
権
利
特
擁
護
と
い
っ
た
綴
麗
か
ら
は
多
く
の
問
題
を
は

一
般
法
と
し
て
の
「
税
務
調
査
手
続
法
」
の
よ
う
な
法
律
も
な
い
こ
と
か
ら
、
報
法
一
一
一
一
条
〔
法
定
手

ら
ん
で
い
る
。

と
り
わ
け
、

の
議
界
を
超
え
た
調
査
が
横
行
す
る
原
悶
と
も
な
っ
て
い
る
。
現
状
で
は
、
こ
う
し
た
不
当
者
調
査
に
歯
止
め
を
か
け

る
た
め
に
は
、
意
詮
を
機
軸
と
し
た
法
解
釈
論
の
展
開
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

続
の
保
障
〕

{
柏
却
)
税
務
調
変
機
一
般
に
つ
い
て
は
、
#
北
野
弘
久
編

S
R熊
検
査
権
の
法
制
F
A波
文
堂
}
が
参
考
と
な
る
。

{
鈍
)
毘
標
高
輪
概
判
所
昭
和
間
四
十
七
{
一
九
七
二
〉
年
十
一
月
二
十
二
日
M

大
法
廷
判
決
(
『
判
例
待
相
が
ふ
ハ
八
綴
号
、
一
七
百
且
}
同
陣
、
現
行
税
務
曹
関
査
法
制
刺
を
A
悶
織
と
し

た
a

を
か
し
、
憲
法
三
一
条
、
三
五
粂
一
様
、
三
八
粂
一
機
の
胸
部
隊
は
、
行
政
手
絞
、
一
行
政
潟
市
且
等
に
も
基
本
約
に
は
淡
ぶ
と
の
判
断
童
市
し
た
。

持

税
務
調
査
と
受
怒
の
限
界

宗
教
法
人
に
対

L

ず
る
説
務
調
査
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
憲
法
上
の
制
限
が
符
う
。

①
{
泳
教
法
ん
は
、
憲
法

〔
信
教
の
自
由
〕

の
傑
脇
陣
の
も
と
に
あ
る
賠
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
活
動
に
介
入
す
る
形

で
の
税
務
調
査
は
許
き
れ
な
い
。

宗教法人と護軍税権力(石村}

争
憲
法
八
限
条
〔
租
税
法
律
主
義
〕

の
も
と
で
、
税
務
調
査
の
よ
う
な
諜
説
織
力
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
、
説
法
律
の
強
い
拘
束

を
受
け
る
。
こ
の
場
合
、
法
の
執
行
、
法
の
解
釈
、
法
の
不
鑓
等
に
つ
い
て
は
、
憲
法
三

粂
〔
法
定
手
続
の
保
障
〕
の
法
理
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
法
人
に
対
す
る
課
税
処
分
の
た
め
の
講
査
機
の
一
行
使
辻
、
こ
う
し
た
娘
界
を
超
え
る
場
合
、
連
法
(
又
は
違
憲
}
と
な
る
。

宗教法n手(1989)77 



〈
た
と
え
ば
、
所
得
税
法
…

密
二
条
八
号
、
法
人
説
法
三
ハ
二
条
二
号
)
、
刑
法
上
の
公
務
執
行
妨
害
罪
〈
尉
締
法
九
五
条
}
等
は
成
立
し
な
い
。

ω
信
教
の
自
由
と
税
務
調
査

宗
教
法
人
の
」
京
教
活
動
収
入
。
と
は
、
法
人
本
来
の
活
動
に
か
か
る
校
入
を
さ
す
。
信
撞
収
入
、
負
担
金
・
会
費
収
入
、
参
鵡

う
し
た
援
雰
を
謡
、
え
た
調
査
に
対
し
て
は
受
志
義
務
を
負
わ
を
い
。
し
た
が
っ
て
、
検
査
担
器
等
の

根
入
、
寄
付
金
収
入
、
拝
観
料
収
入
等
が
、
こ
れ
ら
に
あ
た
る
。
法
人
説
法
は
、
こ
れ
ら
全
て
を
非
課
税
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
と
り
わ
け
、
法
人
税
法
基
本
通
達
一
瓦
i
一4

3
3
8
2
8
2

一

〔
公
益
法
人
等
の
本
来
の
事
業
が
収
益
事
業
に
該
当
す
る
場
合
〕
は
、
宗
教

活
動
収
入
で
あ
っ
て
も
課
税
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
通
達
の
適
否
は
剥
と
し
て
、
本
来
の
事
業
に
対
し
て
も
課
税

さ
れ
る
場
合
が
出
て
く
る
。

ま
た
、
法
人
税
法
基
本
通
法

j

一
期
{
合
議
法
人
等
の
纏
主
申
告
書
の
添
付
書
類
〕
で
は
、
確
定
申
告
に
あ
た
っ
て

に
加
え
、
「
印
税
議
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
」
部
分
の
計
算
書
類
の
提
出
も
求
め
て
い

るおは

収
殺
事
業

係
る
部
分
グ〉

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
通
達
は
、
本
来
、
。
説
法
律
4

で
は
な
く
、
激
・
4

な
る
課
税
庁
内
部
の
規
則
に
過
ぎ
な
い
。
宗
教
法
人
を
叢

接
に
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
場
の
端
部
制
税
庁
殺
防
災
は
こ
の
通
達
に
拘
束
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

は
、
税
務
経

益
事
業
を
行
っ
て
い
る
法
人
が
、
求
め
ら
れ
れ
培
、
宗
教
活
動
に
か
か
る
部
分
の
欝
類
提
出
を
蝦
む
の
は
難
し
い
。

こ
う
し
た
通
達
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
説
務
課
査
が
宗
教
活
動
の
内
部
に
ま
で
深
く
立
入
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
、

抵
触
問
題
が
生
ず
る
。

ま
た
、
宗
教
法
人
が
、
説
務
収
益
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
源
泉
所
得
税
に
関
し
、
組
務
調
査
が
本
米
の
事
業

内
容
に
ま
で
立
入
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
過
去
帳
を
み
な
け
れ
ば
、
法
人
の
所
得
や
住
職
の
所
得
を
正
確
に
把
握
で

78 家教法7i手(I事事9)
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の
抵
触
と
と
も
に
、
刑
法
二

不
必
要
な
州
開
示
は
憲
法
二

O
条
と

四
条
ニ
項
に
い
う
か
正
当
な
理
由
な
き
秘
密
議
波
。
の
罪
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
。

き
な
い
等
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
京
教
人
側
か
ら
す
れ
ば
、
課
税
庁
に
対
す
る
不
合
理
、

宗
教
法
人
法
八
盟
条
は
、
こ
う
し
た
問
題
が
越
る
こ
と
を
鵠
避
寸
る
立
場
か
ら
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
国
及
び
公
共
団
体
の
機
関
は
、
宗
教
法
人
に
対
す
る
公
組
公
課
に
鶴
間
諜
あ
る
法
令
を
制
定
し
、
審
し
く
は
改
麗
し
、

又
は
賦
課

徴
収
に
関
し
境
内
建
物
、
域
内
地
そ
の
他
の
宗
教
法
人
の
財
産
の
範
舗
を
決
定
し
、
若
し
く
は
宗
教
法
人
に
つ
い
て
調
査
す
る
場

合
そ
の
他
宗
教
法
人
に
関
し
て
法
令
の
規
定
に
よ
る
正
当
な
権
摂
に
基
く
調
査
、
検
査
そ
の
他
の
行
為
を
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
宗
教
法
人
の
宗
教
上
一
の
特
性
及
び
慣
習
を
尊
重
し
、
信
教
の
自
闘
を
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
特
に
留
癒
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

J

以
上
の
よ
う
に
、

わ
が
法
制
の
も
と
で
は
、
税
務
議
査
に
ム
あ
た
っ
て
は
、
憲
法
二

O
粂
に
い
う
信
教
の
自
由
心
器
触
し
で
は
な
ら

な
い
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
懇
法
九
九
条
は
、
公
務
員
に
憲
法
尊
重
義
務
を
議
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

調
驚
に
あ
た
る
課
税
庁
職
員
も
、
当
擦
に
こ
の
部
識
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
行
の
税
務
課
査
法
制
は
緩
め
て
簡
諜
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
裏
返
す
と
手
続
的

ι不
備
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
た
め
、

税
務
調
査
辻
、

そ
の
や
り
方
次
第
で
は
、

「
信
教
の
自
由
」
を
始
め
と
し
た
憲
法
上
の
諸
法
理
に
抵
触
し
、
結
悶
別
的
に
は
運
用
問
違
憲

波紋法人と課税縫カ{主王寺す)

と
な
る
可
能
性
が
出
て
く
る
と
い
え
る
。

客
観
的
必
要
性
の
繋
件

現
行
誌
上
、
議
教
法
人
に
対
す
る
税
務
調
査
は
、
「
調
査
に
つ
い
て
必
要
の
あ
る
と
き
」
に
行
使
で
き
る
{
た
と
え
ば
、
所
得
親

法

ニ
四
条
、
法
人
税
法

二
条
、
罷
一
五
閥
粂
〉
。

つ
ま
り
、
「
必
婆
」
性
の
要
件
を
充
認
し
て
初
め
て
調
査
を
行
う
こ
と
が
で

ゑ
三
A
V
O
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こ
の
『
必
要
」
性
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
判
所
判
決
は
、
「
当
該
-
調
査
の
目
的
、
調
査
す
べ
き
事
項
、
申
請
、
申
告
の
体
裁
内
容
、

、
{
話
日

帳
簿
等
の
記
入
保
存
状
況
、
程
手
方
の
事
業
の
形
懇
等
、
諸
設
の
具
体
的
事
情
に
か
ん
が
み
、
客
観
的
な
必
要
性
」
〈
引
場
翁
鵠

点
)
が
あ
る
場
合
と
判
示
す
る
。
つ
ま
り
、
頭
査
の
客
観
的
必
要
性
が
あ
る
場
合
で
あ
り
、
課
税
庁
側
聞
の
一
方
的
な
必
要
性
で
も
っ

て
調
査
は
で
き
な
い
。

宗
教
法
人
に
対
す
る
調
査
も
、
こ
の
「
必
要
」
性
の
要
件
の
も
と
で
、
客
親
約
第
三
者
か
ら
み
て
も
「
合
理
的
な
理
由
」
が
あ
る

と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
程
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
の
み
訂
使
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
調
査
が
、
法
人
の
京
教
活
動
に
か
か
わ
る
場

合
は
、
厳
格
な
「
必
要
」
性
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
人
の
「
正
当
な
理
問
」
の
な
い
秘
密
漏
披
が

〈
刑
法

条
二
項
}

の
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
る
。

ま
た
、
本
来
の
事
業
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
、

そ
の
他
の
事
業
に
つ
い
て
も
、
こ
の
「
必
要
」
性
の
要
件
の
も
と
、
概
括
的
で
不

必
饗
と
思
わ
れ
る
調
査
は
許
き
れ
な
い
。

宗
教
法
人
に
対
L

す
る
税
務
闘
賞
は
、
法
人
税
に
翻
す
る
も
の
も
多
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
税
務
収
雄
事
業
や
公
益
事
業
を
行

っ
て
い
な
い
法
人
も
多
い
こ
と
か
ら
、
神
主
、
住
職
、
奇
襲
、
牧
欝
等
の
聖
職
者
や
法
人
役
員
、
使
用
人
等
の
個
人
の
源
泉
所
得
税

般
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
間
脱
税
通
制
刑
法
上
、
源
泉
接
収
義
務
者
た
る
宗
教
法
人
は
、
撤
泉
徴
収
し
た
所
得
税
の

納
付
、
還
付
、
不
服
審
査
等
の
手
続
き
簡
で
納
税
者
(
当
事
者
)
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
に
も
よ
る
(
国
税
通
則
法
二
条
五
号
、

に
関
す
る
も
の
が

五
条
等
)
。
ま
た
、
源
泉
徴
収
し
た
税
額
は
、
原
燐
と
し
て
、
教
将
棋
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
日
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
{
た
だ
し
、
受
給
者
が
常
時
十
人
未
満
の
場
合
は
、
六
ケ
完
毎
(
年
二
回
)

の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
)こ

の
諜
泉
所
得
税
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
も
、
客
観
的
「
必
要
」
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
毎
月
調

品。家教法?をま(1総事}
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査
が
可
能
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
誌
で
き
な
い
。
被
調
査
者
で
あ
る
宗
教
法
人
に
対
し
、
調
資
の
受
認
に
つ
い
て
納
得
で
き
る
だ
け

の
客
観
的
「
必
要
」
性
が
一
不
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

}
 
-
2
 

・1
h
μ
u
、

事
前
通
知
・
調
査
理
由
の
開
示

課
税
制
均
分
を
行
う
た
め
の
税
務
調
変
は
、
性
格
的
に
は
行
政
調
査
で
あ
る
。
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
を
邑
的
と
す
る
捜
索
で
は
な

ぃ
。
し
た
が
っ
て
、
調
資
機
の
行
使

被
調
査
者
た
る
宗
教
法
人
に
通
知
し
、
協
力
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

ザフ

ぃ
。
こ
の
場
合
、
被
調
査
者
た
る
宗
教
法
人
は
、
延
期
を
申
し
出
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は
、
親
資
総
選
に
は
あ
た
ら
な
い
。

ま
た
、
被
調
査
者
た
る
宗
教
法
人
に
対
し
調
査
権
を
廿
使
す
る
に
あ
た
り
、
調
査
理
由
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
、
調
査
の
客
観
的
必
要
笠
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

そ
の
範
菌
や
鶏
傾
向
等
を
異
体
的
に
被
調
査
者
に
対
し
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

Lミ

α 
以
上
、
事
前
通
知
、
関
変
理
由
の
賠
訴
は
、
憲
法
三
一
条
上
の
当
黙
の
要
請
と
い
え
る
。
ま
た
、
憲
法
三
五
条
、
三
八
条
と
の
抵

触
倒
避
の
た
め
に
も
当
黙
の
饗
舗
で
あ
る
。

2宗教法人と祭事完滋カ{石村}

九
明
記
}
さ
ら
に
、
違
法
な
綴
交
に
叫
対
し
て
は
、
削
関
川
鉄
総
倹
淡
に
よ
る
繍
棚
氷
も
り
俊
明
、
あ
る
。
た
と
え
ば
、
花
野
弘
久
「
疑
似
検
査
機
行
使
と
受
刊
誌
の
限
券
」
句
税
法
解

釈
の
個
別
的
研
究
則
ル
{
学
路
間
務
一
房
…
}
二
関
一
↓
一
1
6
9

側
民
参
照
。

{
お
)
な
お
、
基
本
通
達
一
五

i
一
一
!
こ
伐
に
対
し
て
は
強
い
批
判
怖
が
あ
る
。
ウ
射
殺
繁
か
ら
の
も
の
と
し
て
は
，

H
H
本
宗
災
漆
奴
句
法
人
税
務
本
泌
波
線
の

に
つ
い
て
の
見
解
』
(
一
九
八
二
年
五
月
二
十
九
日
)
参
照
。

{
引
山
)
課
税
庁
か
ら
の
将
来
約
な
不
利
益
取
扱
い
の
可
能
性
を
例
遊
す
る
ニ
と
、
専
門
知
識
の
不
足
等
の
動
機
が
孝
え
ら
れ
る
。

{
お
}
な
お
‘
こ
の
守
秘
義
雄
慨
は
、
被
調
査
者
た
る
宗
教
人
の
み
な
ら
ず
、
深
税
庁
職
員
に
も
課
さ
れ
る
(
所
得
制
悦
法
二
郎
内
コ
一
条
、
法
人
税
法
一
六
三
条
)
。

{
お
}
昭
和
問
十
八
二
九
七
一
一
一
)
年
七
月
十
日
判
決
、
『
判
明
例
待
相
棺
』
七

O
八
号
、
一
八
頁
o

hU}
北
野
・
校
{
M
M
)

、
一
一
間
関
…
帯
民
、
新
井
肱
剛
一
『
制
悦
務
調
査
機
の
法
約
制
棋
界
』
可
税
減
ゆ
T
h

一
二
一
…
一
号
、
一
一
一
六
百
民
、
金
子

東
、
鶴
岡
沌
絡
策
「
縁
側
税
然
分
の
た
め
の
質
問
検
液
晶
傭
』
{
晶
化
齢
制
緩
}
匂
総
本
税
法
体
糸
』
{
学
問
附
番
勝
)
三
巻
、
二
九
一
一
…
気
。

加
帰
後
蕊

小
一
品
♂
相
税
法
』
(
弘
文
堂
)
工
一
七
五
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{
叩
持
}
北
野
、
注
{
M
M
V

、
一
一
開
閉
一

i
一
一
一
世
氏
。
な
お
、
そ
の
仙
師
、
院
は
一
臨
調
市
町
、
税
調
叫
ト

B
h

や
第
三
者
の
立
A
H
端
的
中
本
拠
憾
貯
や
め
附
附
抱
一
-
も
あ
る
。
実
務
ん
裁
の
役
場
か
ら
企
画
か
れ
た

も
の
と
し
て
、
全
国
青
年
鋭
機
余
波
湿
司
税
務
調
交
に
お
け
る
納
税
各
の
蜂
植
村
』
(
改
訂
新
版
〉
が
参
琴
と
な
る
。

L場

法
定
外
照
会
文
書

税
法
は
、
納
税
者
心
対
し
て
様
々
な
繋
殻
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、

同
う
し
た
法
定
書
類
だ
け
で
は
、
具
体
的
な
取
引

実
態
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
も
多
い
。
こ
の
た
め
、
議
税
庁
が
、
納
税
者
心
対
し
、
「
業
務
内
容
等
に
つ
い
て
の
わ
り
尋
ね
へ
「
申
告

内
容
に
つ
い
て
の
お
導
お
へ
「
源
泉
所
得
税
チ
ェ
ッ
ク
表
」
等
を
送
付
又
詰
配
布
、
寸
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た

m
お
尋
ね
。
は
、

般
に
は
、
「
法
家
外
照
会
文
書
」
と
時
ば
れ
て
い
る
。

必
ず
し
も
税
法
上
の
具
体
的
機
拠
規
定
に
基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

宗
教
法
人
に
対
し
て
も
、
昭
和
五
十
六
(
一
九
八

照
会
文
書
」
が
全
欝
的
に
送
付
さ
れ
た
。
内
務
的
に
は
、
所
轄
庁
に
よ
り
若
干
異
な
る
も
の
の
、

〉
年
の
法
人
税
法
碁
本
通
達
の
大
一
緒
改
正
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
「
法
案
外

一
般
的
に
、
絞
議
事
業
と
源
泉
所

得
税
に
限
内
応
し
た
形
で
、
文
欝
蝿
山
山
を
求
め
て
い
る
。

し
か
し
、
最
近
送
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
、
本
来
の
事
業
た
る
宗
教
活
動
に
深
く
忠
入
っ
て
照
会
を
求
め
て
い
る
例
も
多
い
。

た
と
え
ば
、
植
信
徒
の
戸
数
、
裁
名
料
の
件
数
や
金
樹
、
法
会
の
間
建
等
、
宗
教
活
動
に
諜
く
踏
み
込
む
も
の
、
非
議
税
の
宗
教
活

動
収
入
や
そ
の
繋
け
入
れ
先
等
の
情
報
提
洪
を
求
め
た
も
の
が
め
だ
切
r

こ
う
し
た
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
現
実
に
は
、
法
定
の
手
統
合
通
じ
て
は
行
え
な
い
よ
う
な
実
質
的
意
味
で
の
グ
調
査
。

を
、
『
法
定
外
照
会
文
書
」
で
行
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
う
し
た
文
書
提
出
は
形
式
的
に

g

任
意
8

で
あ
り
、
柚
納

税
者
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
み
任
意
8

と
い
う
形
式
に
よ
り
、
議
税
庁
が
実
質
的
に
み
説
法
行
為
4

を

行
う
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
れ
針
。
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た
し
か
に
、
♂
法
定
外
開
会
文
書
」
は
、
続
税
者
が
課
税
庁
へ
饗
類
持
参
で
出
頭
す
る
手
聞
を
省
き
、
か
っ
、
税
務
行
政
の
能
率

化
に
役
立
つ
援
も
あ
る
。
し
か
し
、
未
田
容
法
人
に
対
し
て
は
、
た
だ
ち
に
実
地
の
税
務
調
査
に
切
り
替
え
る
と
か
、

9

出
頭
し
て

い
た
だ
く
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
，
何
月
何
日
ま
で
に
ご
解
答
下
さ
い
e
と
い
う
よ
う
に
、
将
来
的
な
不
利
益
を
明
示
、
暗
示
し

て
、
心
理
的
庄
・
カ
を
か
け
て
い
る
例
も
多
く
、
諜
税
権
力
の
不
当
又
は
違
法
な
行
使
に
あ
た
る
場
合
も
見
、
っ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

蹴
照
会
の
仕
方
は
、
懇
法
八
四
条
の
租
税
法
律
、
主
義
及
ぴ
憲
法
…
ニ
…
粂
の
法
定
手
畿
の
保
鰭
の
法
理
に
廷
す
い
問
。

も
ち
ろ
ん
、
税
務
行
政
の
適
正
な
執
行
上
、
納
税
者
の
協
力
は
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
協
力
の
一
環
と
し
て
、
続
税
者
へ

の
療
会
も
必
要
な
こ
と
も
あ
ろ
う
む

た
だ
、
こ
う
し
た
顛
会
が
、
法
律
に
基
づ
か
な
い
単
な
る
事
実
行
為
に
m閉
ま
る
た
め
に
辻
、
そ
の
作
成
・
送
付
等
に
あ
た
り
細
心

の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
照
会
内
容
は
客
観
的
必
要
性
の
あ
る
事
項
に
摂
{
乏
し
た
形
で
、
開
会
の
諾
習
を
被
照
会
者
の
径
意
と
し
、
か
っ
、
将
来
的

不
利
裁
の
な
い
こ
と
を
、
文
欝
に
開
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
続
出
会
丹
客
観
的
必
饗
性
の
証
拠
を
提
恭
し
、
か
っ
、
実
質

的
な
税
務
調
査
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
、
照
会
の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
し
、
照
合
理
由

2宗教法人と器製税纏カ{石村}

と
と
も
に
、
珊
略
戦
庁
の
持
つ
被
照
会
者
の
制
機
関
情
報
の
有
然
、
及
び
、
有
る
と
き
は
そ
の
内
容
を
文
書
聞
に
欄
開
示
す
る
必
要
が
あ
る
。

次
に
、
こ
う
し
た
縮
会
文
書
は
、
宗
教
法
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
憲
法
ニ

O
粂
の
も
と
で
、
政
教
分
離
原
則
的
と
抵
触
す

る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
宗
教
法
人
法
八
四
条
の
趣
旨
の
も
と
、
宗
教
法
人
の
特
性
に
十
分
説
濃
し
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
現
在
、
宗
教
法
人
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
鰐
会
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
点
へ
の
配
慮
に
大
け
て
い
る
。
中
に

は
、
法
定
の
税
務
競
驚
で
行
う
と
、

開
明
ら
か
に
違
憲
・
違
法
と
制
判
断
さ
れ
る
情
報
を
、
手
統
的
に
不
舗
な
照
会
に
よ
っ
て
入
手
し
ょ

宗教法?号(989)83 



う
と
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。

、
も
ち
ろ
ん
、

「
法
定
外
賭
会
文
書
」
の
乱
発
・
乱
用
は
、

ひ
と
り
宗
教
法
人
の
み
な
ら
ず
、
納
税
者
全
般
に
対
す
る
関
緩
と
な
っ

こ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
被
照
会
者
に
対
す
る
適
正
手
続
き
保
障
の
観
点
か
ら
、

検
誌
を
要
す
る
課
題
で
も
あ
針
。

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

般
的
に

(
刊
抑
)
必
ず
し
も
朗
被
な
彩
で
一
般
的
に
は
窓
殺
さ
れ
て
い
な
い
。

{
組
制
}
こ
れ
は
、
す
で
に
綾
城
慣
し
た
基
本
漁
波
一
五

l
一f
l
e
e

一
門
公
後
法
人
簿
一
mw
本
来
の
事
業
が
紙
援
事
業
に
絞
当
す
る
場
A
日
〕
、
同
一
五

i
一…

i
一
一
問
〔
公
益
法
人

輸
押
の
緩
{
}
品
融
市
地
問
帯
設
の
添
付
官
官
制
鯛
〕
の
郁
刺
殺
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

〈

M
M
}

た
と
え
ば
崎
、
条
谷
川
五
棋
倒
制
融
緩
叫
お
守
と
税
務
糊
側
資
恥
{
文
化
難
問
険
制
円
)
一

O
九

i
一一

O
頁
で
は
、
長
野
県
小
諸
市
、
崎
玉
県
浦
和
市
の
宗
教
法
人
へ
送
付

さ
れ
た
，
h

却
職
時
ね
'
の
内
訳
を
紹
介
し
て
い
る
。

爪
判
制
〉
た
と
え
ば
、
群
説
明
国
常
務
総
税
務
饗
閣
官
出
門
で
、
宗
教
人
集
会
守
録
衛
さ
れ
た
「
官
事
業
内
容
等
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
」
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
の

9

お
尋
ね
々
で

は
、
ぷ
vm
教
法
人
の
経
理
念
品
慨
に
わ
た
る
調
査
を
実
施
い
す
る
こ
と
が
回
約
で
あ
る
と
し
、
ぷ
税
務
担
桝
査
等
に
際
し
て
相
互
の
手
数
を
省
略
す
る
た
め
、
事
前
に
そ

の
市
内
容
等
を
承
総
し
た
い

L
2
頁
、
引
用
者
岨
同
点
)
と
う
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
税
務
調
査
法
制
桝
の
禁
止
す
る
，
事
前
調
資
e

に
相
当
す
る
性
絡
を
持
っ
た

照
会
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
a

{
日
制
}
法
定
外
文
書
に
よ
る
照
会
は
、
形
式
的
に
は
法
的
効
果
を
生
ま
な
い
事
実
行
為
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
間
接
的
に
し
ろ
強
制
が
伴
っ
て
い
る
場
合

に
は
纏
力
行
為
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
権
力
行
為
が
、
何
ら
の
法
的
な
援
制
間
も
な
く
行
か
れ
る
こ
と
は
、
憲
法
八
閲
粂
〔
租
税
法
律
主
義
}
に
災
、
寸

る
@
ま
た
、
客
後
約
必
要
性
等
の
理
由
開
示
等
も
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
憲
法
三
一
条
に
も
一
決
す
る
。

(
必
}
こ
、
守
し
た
点
の
検
討
は
、
従
来
か
ら
実
務
家
の
簡
で
細
々
と
行
わ
れ
て
き
て
い
る
に
滋
家
な
い
。
た
と
え
ば
‘
品
北
側
関
轡
年
税
練
士
噛
統
制
刷
、
放

Amv、
五
一
edgee

二
夏
。
な
お
、
禁
制
視
庁
毅
呂
民
の
宗
教
法
人
の
特
性
に
つ
い
て
の
認
識
不
足
や
人
織
感
覚
不
足
に
よ
号
、
期
批
割
払
を
柑
怖
い
て
い
る
例
も
多
い
。
な
お
、
ゆ
船
舶
料
法
人
の
乱

脈
経
理
や
諜
税
漏
れ
等
mw
制
報
道
も
多
く
、
一
段
淡
白
同
浄
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
お
吋
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
不
成
を
支
持
寸
る
気
は
ゑ
験
な
い
。
た

だ
、
モ
ヲ
し
た
開
問
怒
と
、
課
税
に
あ
た
っ
て
の
手
続
的
通
正
を
同
州
、
す
と
い
う
線
緩
と
は
次
一
%
が
出
禁

36
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む
す
び
に
か
え
て

i
i験
教
法
人
憾
で
の
必
要
な
対
応

現
行
の
宗
教
法
人
議
税
法
制
に
お
い
て
は
、
宗
教
活
動
に
対
す
る
課
税
権
力
の
介
入
を
抑
制
す
る
た
め
に
非
課
税
制
が
採
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
こ
う
し
た
制
度
を
」
総
れ
み
の
。
と
し
て
、
法
人
収
入
の
私
物
化
を
は
か
る
倒
も
跡
を
た
た
な
い
。
こ
れ

で
は
、
せ
っ
か
く
の
制
度
を
宗
教
人
自
ら
で
崩
援
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
に
等
し
い
。
非
課
税
制
例
は
、
宗
教
人
に
対
す
る
措
置
で
は

な
く
、
宗
教
法
人
に
対
す
る
措
重
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
形
に
し
ろ
、
宗
教
活
動
か
ら
の
収
強
や
給
付
が
宗
教
人
佃
人

に
婦
属
す
る
場
合
に
は
、
課
税
問
題
が
生
ず
る
。

税
務
瀦
濯
や
「
法
定
外
接
会
文
殺
闘
い
等
を
め
ぐ
り
、
宗
教
人
と
課
税
権
力
と
の
聞
で
生
と
て
い
る
軌
離
の
露
国
は
、
課
税
庁
の
宗

教
法
人
の
特
性
に
関
す
る
無
知
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

一
部
宗
教
人
の
納
税
モ
ラ
ル
の
鉱
さ
や
宗
教
法
人
意
離
の
希
薄
さ
に
も
あ

る
α

少
な
く
と
も
、
策
法
論
レ
ベ
ル
で
の
宗
教
法
人
課
税
制
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
に
は
、
宗
教
界
全
体
の
納
税
モ
ラ
ル
が
世
俗
的

に
も
高
い
と
評
鋸
さ
れ
る
よ
う
で
な
け
れ
江
な
ら
な
い
。

宗宗教法人と課税織力(革王将)

部
教
聞
に
対
す
る
批
判
も
強
い
。
こ
の
場
合
、
現
行
の
非
課
税
制
が
、
い
わ
江
よ
ノ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ

(
括
}

ブ
ン
e

の
投
劇
部
を
演
じ
て
い
る
と
か
、
。
財
テ
ク
の
滋
兵
ル
ル
み
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
本
来
の
京
教
活
動
に

か
か
る
金
融
収
益
に
も
課
税
し
よ
う
と
い
う
勅
き
が
出
て
く
る
環
凶
と
も
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
宗
教
施
設
の
拡
大
を
生
み
出

す
税
制
と
み
ら
れ
、
本
来
の
事
業
へ
の
諜
殺
を
と
い
う
声
を
高
め
る
原
因
と
も
な
っ
て
い
封
。

ま
た
、
日
大
化
し
柑
就
け
る

宗
教
の
時
代
と
い
わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
批
判
に
志
之
、
聞
か
れ
た
宗
教
法
人
を
擁
立
し
、

か
つ
、
そ
の
公
識
的
存

在
を
一
本
す
た
め
に
、
財
務
・
経
理
内
容
を
積
極
的
に
公
開
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

税
問
題
に
対
す
る
一
般
納
説
者

の
誤
解
を
語
い
た
り
、
課
税
権
力
の
不
要
な
介
入
を
招
い
た
り
し
な
い
た
め
に
も
、
宗
教
人
攻
び
宗
教
法
人
が
自
浄
を
重
ね
、
納
税

モ
ラ
ル
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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{
必
}
こ
れ
は
、
絞
殺
法
人
の
公
益
性
・
社
会
伎
の
閉
経
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
c

な
お
‘
石
村
務
治
ぷ
印
刷
教
法
人
の
公
益
排
出
と
税
制
問
刻
、
A

丸
山
編
}
『
宗
教
と
後

制
朝
包
{
部
制
泉
社
}
一
三
七
災
以
下
。

(
M判

w

w
令
村
耕
治
ぷ
布
教
守
4
1
m
w
帯
魚
怒
と
非
課
税
制
問
獲
」
明
ぷ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
一
九
八
六
年
六
月
三
日
号
a

収
益
事
銭
円
h
H
月
十
る
軽
減
税
率
の
通
則
及
ぴ
畠
思
議
以
益

様
税
の
附
開
銀
占
慌
の
分
析
と
し
て
奇
石
村
輔
耕
総
司
金
縁
収
益
非
課
税
mw
法
現
」
『
公
益
法
人
h

…
五
晶
君
。
号
、
関
土
公
滋
級
人
税
制
制
の
問
題
点
を
総
点
悼
惜
す
る
い

{
公
益
法
人
管
療
品
制
々
ミ
ム
ナ
i
-
テ
キ
ス
ト
}
明
後
胤
問
の
機
務
権
問
桝
と
公
益
法
人
税
制
桝
恥
{
(
財
)
公
持
措
法
人
協
会
・
一
九
八
七
年
十
月
六
日
}
所
以
を
参
照
e

E
政
府
税
制
概
資
金
よ
議
の
税
制
の
・
あ
り
方
に
つ
い
ザ
品
物
事
二
一
九
八
三
年
十
二
互
参
照
包

{
崎
明
}
一
般
に
・
財
源
拡
大
論
者
に
よ
る
線
沿
は
、
憲
法
織
を
検
隊
し
た
制
加
で
、
課
税
ベ
!
ス
総
火
の
貌
角
か
ら
授
関
さ
れ
て
い
る
e

A

た
と
え
ば
苛
政
府
税
潟
?
の

議
様
、
日
本
紙
枇
崎
明
紙
朝
間
一
九
八
八
年
二
月
六
日
税
制
A

東
京
版
}
三
官
民
w

こ
う
し
た
鎗
法
は
、
一
般
納
税
品
曹
の
支
持
を
受
け
お
い
よ
と
か
ら
、
宗
教
界
と
し
て
も

ふ
き
分
な
注
意
を
奏
す
る
。
石
村
蛸
耕
治
「
宗
教
法
人
端
部
後
開
銀
の
動
向
と
対
応
策
の
峰
棟
約
」
『
新
一
宗
連
宗
教
法
人
研
究
会
総
演
録
』
A

一
九
八
六
年
八
月
)
参
照
。
な

お
‘
線
機
の
大
き
い
法
人
の
や
に
は
、
山
山
崎
棋
盤
即
問
、
物
資
綱
渡
や
飯
売
部
門
を
営
利
法
人
A

株
式
会
社
)
化
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ニ
れ
は
‘
縁
側
視
機
力
が
、

収
益
纂
皆
無
神
情
動
に
対
す
る
税
務
概
容
を
名
同
掛
に
‘
宗
教
活
動
に
介
入
寸
る
の
を
件
閉
止
す
る
意
派
会
い
が
漉
い
a

ま
た
、
将
来
的
に
川
崎
、
軽
減
税
事
{
硝
官
二
七
%
}

が
通
常
税
率
{
酬
明
関
三
%
}
ま
で
引
上
げ
ら
れ
る
可
能
後
も
強
い
ミ
と
か
ら
、
先
取
的
な
対
応
と
も
い
え
る
。

{川刊
w

-

な
お
、

A

財
}
鴎
杢
帯
邪
教
鴻
鰻
は
‘
一
九
八
四
年
以
糸
、
毎
年
『
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
醐
間
後
し
、
納
税
モ
ラ
ル
の
向
上
の
た
め
の
瞥
猿
渡
動
を
行

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
七
年
度
の
テ

l
守
は
ぷ
一
削
教
法
人
の
公
益
性
と
税
」
で
あ
っ
た
鈴
A

品
開
}
臼
本
宗
教
潟
議
『
宗
教
法
人
の
公
設
憾
と
鋭
い
句
第
四

回
宗
教
と
税
制
腕
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
綴
脅
世

F
コ
九
八
七
年
十
一
日
互
参
然
。
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